
特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

北海道知事

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項

・北海道は、地方税に関する事務を行うため、「道税総合情報処理システム」を使用している。
・当該システムに係る運用管理業務を外部業者に委託しているが、不正入手・不正使用対策として
「北海道情報セキュリティ基本方針」及び「北海道情報セキュリティ対策基準」の遵守を徹底してい
る。
・内部による不正利用の防止のため、税務職員は地方税法により守秘義務が課されており、パス
ワードにより操作者を限定、追跡調査のため更新履歴の保存、更新業務の限定、端末機はICカード
により、データを持ち出せないなどの対策を講じている。

[令和６年10月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

地方税法等に基づく道税の賦課徴収に関する事務　全項
目評価書

評価書番号

3

  令和7年9月18日

　北海道は、税務システムにおける特定個人情報ファイルの取扱いにあた
り、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に
影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態
を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプラ
イバシー等の権利の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名
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項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容
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[

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 北海道庁宛名連携サーバー

 ②システムの機能

1．宛名番号付番機能：団体内統合宛名番号が未登録の個人について、新規に団体内統合宛名番号を
付番する機能。
2．宛名情報等管理機能：団体内統合宛名システムにおいて宛名情報を団体内統合宛名番号、個人番
号とひも付けして保存し、管理する機能。
3．中間サーバー連携機能：中間サーバー又は中間サーバー端末からの要求に基づき、団体内統合宛
名番号にひも付く宛名情報等を通知する機能。
4．.既存システム連携機能：既存業務システムからの要求に基づき、個人番号又は団体内統合宛名番号
にひも付く宛名情報を通知する機能。
5．個人番号と既存業務システムで使用される個人を識別する管理番号をひも付けて保存・管理する機
能。
6．保有する既存業務システムの管理番号を通知する機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルシステム（eLTAX）、道税情報連携IFシステム

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]

[ ] 宛名システム等 [

北海道税に係る次の事務
・各税の課税要件となる課税標準額、取得年月日、減額事由等の課税情報の更新処理
・各税の収入履歴の更新処理及び道税決算処理
・各税の督促状及び各種催告書に係る処理
・道税過誤納還付金、税関係交付金の対象者の選定、算定処理
・納税義務者の氏名、方書、電話番号のあて名情報のリアルタイム処理
・納税通知書、支払通知書、税関係郵便物及び納税証明書の作成処理
・各種計数管理
・電子申告に係る処理
・徴収（滞納）管理

北海道税の賦課徴収に関する電算処理
・道税あて名システム：納税者のあて名情報の管理業務を行う。
・各課税システム：法人道民税、法人事業税、特別法人事業税、道民税利子割、個人事業税、不動産取
得税、道たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税種別割、自動車税環境性能割、鉱区税、軽油引取税、道
民税配当割、道民税株式等譲渡所得割、循環資源利用促進税の課税業務を行う。
・徴収・徴収管理システム：収納、還付、充当、納税証明等の収納管理業務を行う。
・共通システム：道税あて名システム、各課税システム、徴収・徴収管理システムに共通するコードやメッ
セージの管理業務を行う。
・滞納管理システム：催告、財産調査、滞納処分、納税相談等の滞納管理業務を行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 地方税の賦課徴収に関する事務

 ②事務の内容　※

 ①システムの名称 道税総合情報処理システム

 ②システムの機能

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
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] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム（※都道府県サーバ部分について記載）

 ②システムの機能

1．本人確認情報の更新
：都道府県知事保存本人確認情報ファイルを最新の状態に保つため、市町村コミュニケーションサー
バー（以下「市町村CS」という。）を経由して通知された本人確認情報の更新情報を元に当該ファイルを
更新し、全国サーバに対して当該本人確認情報の更新情報を通知する。
2．都道府県の執行機関への情報提供
：都道府県の執行機関による住基法に基づく情報照会に対応するため、照会のあった当該個人の個人
番号又は基本４情報（氏名・住所・生年月日・性別をいう。以下同じ。）等に対応する本人確認情報を都道
府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出し、照会元に提供する。
3．本人確認情報の開示
：法律に基づく住民による自己の本人確認情報の開示請求に対応するため、当該個人の本人確認情報
を都道府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出し、帳票に出力する。
4．機構への情報照会
：全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は基本４情報の組合せをキーとした本人確認情報照会
要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。
5．本人確認情報検索
：代表端末又は業務端末において入力された基本４情報の組合せをキーに都道府県知事保存本人確認
情報ファイルを検索し、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。
6．本人確認情報整合
：都道府県知事保存本人確認情報ファイルの正確性を担保するため、市町村から本人確認情報を受領
し、当該本人確認情報を用いて当該ファイルに記録された本人確認情報の整合性確認を行う。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[

○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

中間サーバーは、情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）、既存システム、団体内統
合宛名システム等の各システムとデータの受け渡しを行うことで、符号の取得（※１）や各情報保有機関
で保有する特定個人情報の照会と提供等の業務を実現する。
※１　セキュリティの観点により、特定個人情報の照会と提供の際は、「個人番号」を直接利用せず「符
号」を取得して利用する。
1．符号管理機能：情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」と、情報照
会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」とをひも付け、その情報を保管・管理する機能。
2．情報照会機能：情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び
情報提供受領（照会した情報の受領）を行う機能。
3．情報提供機能：情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情
報（連携対象）の提供を行う機能。
4．既存システム接続機能：中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名システム及び住基システムと
の間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について
連携するための機能。
5．情報提供等記録管理機能：特定個人情報（連携対象）の照会又は提供があった旨の情報提供等記録
を生成し、管理する機能。
6．情報提供データベース管理機能：特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。
7．データ送受信機能：中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間
で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能。
8．セキュリティ管理機能：セキュリティを管理する機能。
9．職員認証・権限管理機能：中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた
各種機能や特定個人情報（連携対象）へのアクセス制御を行う機能。
10．システム管理機能：バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状況の通知、保管期限切れ情
報の削除を行う機能。

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[
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 システム16～20

 システム11～15

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 道税情報連携ＩＦシステム

 ②システムの機能

・情報提供ネットワークシステムによる情報連携に必要な宛名番号を北海道庁宛名連携サーバーに照会
し、それを受領する機能。
・北海道庁宛名連携サーバーが保管・管理している既存業務システムの管理番号を照会し、それを受領
する機能。
・北海道庁宛名連携サーバーから入手した宛名番号又は管理番号を用いて、中間サーバ又は庁内の既
存業務システムに対し、対応する特定個人情報を照会し、それを受領する機能。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 地方税ポータルシステム（ｅLTAX）

 ②システムの機能

・地方税ポータルシステム（eLTAX）は、国及び地方を通じた税務事務の一層の効率化を図るため、一般
社団法人地方税電子化協議会が構築したシステムであり、平成23年1月から運用が開始され、平成31年
4月以降は地方税共同機構によって運用されている。
・当該システムには、地方税に係る電子申告等システムや地方税共通納税システムのほか、国税庁から
所得税申告書等データを受信するための国税連携システムや、受信したデータの管理、検索、帳簿表
示、印刷、ダウンロード、団体間回送等の機能が備えられている。
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 ８．他の評価実施機関

－

 ②法令上の根拠 番号法第19条第８号及び第15号

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 北海道総務部財政局税務課

 ②所属長の役職名 税務課長

 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠 番号法第９条第１項、第２項及び第６項　別表の24の項及び133の項

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

道税総合情報処理システムデータベースファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性

○道税の公平・公正な課税、徴収事務の効率化
・個人の特定、個人の宛名の突合を効率化するため
・障害者関係情報、生活保護関係情報、道府県民税課税情報により道税の減免事務等を効率化するた
め

 ②実現が期待されるメリット

○道税の公平・公正な課税、納税者の利便性向上
・個人の特定、個人の宛名の突合の正確性の向上により、公平・公正な課税につながる。
・情報連携により、番号法令により定められた事務手続の際に添付書類を省略できる等、納税者負担の
軽減が図られる。
〇特定個人情報ファイルを利用することにより
・個人事業税の減免事務において身体障害者情報及び生活保護受給情報の把握が可能となる。
・狩猟税登録申請時において、個人番号の届け出を受けた場合に、個人道民税に関する証明書の提出
が不要となる。
等、公平・公正な課税事務、納税者の利便性が向上する。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

6



 （別添1） 事務の内容
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（備考）

行為者 内容

① a 納税者 紙による道税に係る申告書等の提出、受付、道税総合情報処理システムへの入力

b 納税者 eLTAXによる道税の電子申告等

c 納税者 e-Taxによる国税の電子申告等

d 納税者 紙による国税に係る申告書等の提出

e 地方税共同機構 eLTAXを介した所得税申告書データ等の配信

f 北海道 申告データ等の取り込み

北海道 必要に応じ、申告内容等の調査

北海道 納税者に対する納税通知書及び納付書の送付

納税者 道税に係る減免申請書等の提出

北海道 減免要件等の確認がされたものに係る減免決定通知書等の送付

行為者 内容

納税者（金融機関） 納税（金融機関から納税済通知書の送付）

北海道 還付金及び還付関係書類の送付

納税者 納税証明書の交付申請

北海道 ⑧に係る納税証明書の交付

行為者 内容

北海道 督促状の発付

北海道 滞納整理

＜課税業務＞

＜収納管理業務＞

＜滞納管理業務＞

②

③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

④

⑩

⑪

番号

番号

番号
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

道税総合情報処理システムデータベースファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 納税者及び課税調査対象者

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 公平・公正な賦課、徴収を目的としているため、必要な範囲の特定個人情報を保有

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

○ ] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

1．個人番号及びその他識別情報：対象者を正確に特定するために保有
2．基本４情報及び連絡先：①賦課決定に際し課税要件を確認するため、②納税通知書等の送付先を確
認するため、③本人への連絡等のため
3．国税関係情報：課税調査対象者に関する情報を確認し、課税事務を行うため
4．地方税関係情報：地方税関係情報により税の軽減を行うため
5．障害者福祉関係情報：障害者に対する税の減額決定を行うため
6．生活保護・社会福祉関係情報：生活保護者に対する税の減額決定を行うため

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成28年４月

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 北海道総務部財政局税務課
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（ 地域福祉課、障がい者保健福祉課、市町村課 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 税務署（国税庁） ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 市町村、都府県 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

・特定個人情報である個人番号や基本４情報等の入手については、基本的に本人から入手をする。ただ
し、地方税法等で定められた情報については、その限りではない。また、他の機関及び庁内連携又は情
報提供ネットワークシステム（中間サーバー及び北海道庁宛名連携サーバー）を通じた入手を行うことは
番号法に明示されている。

 ⑥使用目的　※ 道税の公平・公正な賦課、徴収事務の効率化

 変更の妥当性

地方税ポータルシステム（eLTAX） ）

 ③入手の時期・頻度

○国税庁からのeLTAXによる入手
・所得税の確定申告書については、２月16日から３月15日の期間に国税当局に提出され、日次で国税
庁から受領する。なお、上記の提出期間にかかわらず提出があれば一年を通じて受領している。
○窓口等における入手
・申告及び届出については、申請等を受け付けた都度に入手する。
○市町村又は庁内他部署等からの入手
・事務上、納税者の特定が必要な都度入手する。

 ④入手に係る妥当性

○国税庁からのeLTAXによる入手
・個人事業税の定期課税を行うため、税務署（国税庁）からeLTAXを経由して、電子記録媒体により税務
システムへ前年分所得税確定申告書の情報を入手している。（地方税法第46条第５項、第72条の59第１
項）
○窓口等における入手
・新規の申告又は届出等については、まず本人からの紙ベースの申告書及び届出書等を原則としてお
り、これを受け付けることにより、課税事務等に必要な情報を随時入手する。（番号法第９条第１項別表
第一の16）
○市町村又は庁舎内他部署等からの入手
・申告書等受理後、必要に応じて、納税者としての判断材料となる申告及び届出等の情報の正確性確
認を行うため、市町村又は庁内他部署又は情報提供ネットワークシステムを通じて納税者の特定等の
確認を随時行う。
・申告及び届出に関する事務のその後の事務として、道税の減免事務等があり、これについても本人か
らの申請を前提とするが、本人の申請に係る負担を軽減するため、減免事務に必要な情報を、市町村、
庁内他部署又は情報提供ネットワークシステムを通じて随時入手する。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

北海道総務部財政局税務課、各総合振興局等税務所管課、各道税事務所

 使用者数

＜選択肢＞

[ 500人以上1,000人未満 ] 1） 10人未満
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 ⑧使用方法　※

Ⅰ　課税管理に関する事務
　・申告及び届出等による情報から課税管理業務を行う。
Ⅱ　収納管理に関する事務
　・収納及び課税等の情報から収納、還付、充当などの収納管理業務を行う。
Ⅲ　滞納管理に関する事務
　・滞納者情報等から滞納管理業務を行う。
Ⅳ　共通宛名管理に関する事務
　・納税者の宛名情報の特定や突合を行い、共通宛名管理業務を行う。

 情報の突合　※

○Ⅰ　課税管理に関する事務
・道税の軽減等を行うため、本人から提出された軽減に係る申告書等の内容と、市町村又は情報提供
ネットワークシステムから入手した地方税関係情報との突合を行う。
・道税の減額決定等を行うため、本人から提出された減額に係る申告書等の内容と、庁内他部署又は
情報提供ネットワークシステムから入手した障害者関係情報又は生活保護関係情報との突合を行う。
○上記Ⅰ～Ⅲに係るⅣ　共通宛名管理に関する事務
・納税者の確認（納税者の特定等）を行うため、当該システムにおける宛名情報と、他の団体（市町村）
庁内他部署、情報提供ネットワークシステムから入手した納税者関係情報の突合を行う。

 情報の統計分析
※

特定個人情報を用いて特定の個人を判別しうるような情報の統計や分析は行わない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

・地方税関係情報により税の軽減を行う。
・障害者に対する税の減額決定を行う。
・生活保護者に対する税の減額決定を行う。

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 道税総合情報処理システム電算処理業務等委託

 ①委託内容
オンライン業務、センタ処理業務、申告書等処理業務、入力媒体作成業務、コレートアンドディタッチャー
処理業務、CD-ROM作成業務、プログラム作成業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

道税に係る納税者及び課税調査対象者

 その妥当性
システムの構築及び運用業務で実績がある委託先は、道税の公平・公正な賦課、徴収を目的として必
要な範囲の特定個人情報を保有している本システムの運用管理を行うため、道税に係る納税者及び課
税調査対象者の情報を取り扱う必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には契約結果を北海道ホームページにおいて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社　HBA

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 移転先2～5

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜道税総合情報処理システムにおける措置＞
・セキュリティーゲートにて入退館管理をしている建物内のうち、さらに厳格な入退室管理（ICカード認証
及び顔認証による入退室制限の実施、１枚のICカードにより複数人の入退室があった場合、警報と自動
ロックが作動、カメラにより24時間監視）を行っている区画に設置したサーバ内に保管。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー･プラットフォームはデータセンターに設置している。データセンターへの入館及びサー
バー室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップ
もデータベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

＜北海道における措置＞
①データについては、システムにて消去する。
②申請書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による裁断溶解処理等を行う。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は北海道からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラット
フォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去す
る。

 ７．備考

＜電子申告システムサーバー及び国税連携システムサーバーにおける特定個人情報の保管・消去＞
①保管場所：電子申告システムサーバー及び国税連携システムサーバー内（サーバー設置場所及び措置は道税総合情報処理システ
ム等他のサーバーと同じ）
②保管期間：電子申告システムサーバー10年、国税連携システムサーバー２年
③消去方法：操作手引書で定められた手順により消去

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
道税の賦課・徴収に関する訴訟等に対応するため、過去の記録を保存する必要がある。
※地方税法上、最長の更正期限が法定納期限の翌日から７年

2） 1年 3） 2年

[ 6年以上10年未満 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

●道税システム全記録項目：3,152項目

１．ファイル記録項目１

【あて名（一般税）】記録項目：30項目
＜あて名＞
事務所コード,あて名№,漢字氏名（スペース詰め）,カナ氏名（スペース詰め）,住所コード,丁目,番地,号,棟,室,例外コード,例外表示,方書,方
書補記区分,郵便番号,組織,組織コード,組織表示,生・設年月日,漢字氏名,漢字氏名補記区分,カナ氏名,カナ氏名補記区分,作成年月日
＜徴収原簿＞
税目コード,事務所コード,原簿番号,納税義務者区分,電話番号,登録年月日

【法人道民税、法人事業税】記録項目：286項目
＜あて名＞
事務所,法人番号,基本通番,レコード識別,追加通番,追加コントロール,最大通番,現況,転出,転入,抽出,本・送不同一,旧（新）法人番号サイ
ン,送付先補記,抽出本庁１,抽出本庁２,抽出本庁,設立年月日,決算期,税理士,業種,市町村,代表者名,メモ情報,納税者ＩＤ,プレプリント作成
フラグ,旧（新）法人情報,旧（新）法人ＫＥＹ,旧（新）事業年度終期,旧（新）調定年月日,追加型式１,市町村,郵便番号,送付先住所
＜基本＞
事務所,法人番号,基本通番,レコード識別,追加通番,課税区分,法人種別,抽出区分,分割区分,資本（出資）金額,資本積立金額,事業年度
始期,事業年度終期,非課税,課税免除,現況,決定年月日,延長ＣＤ,申告期限延長月数,年月日,法定納期限,最新調定通番,分割基準,分割
県数,確定不申告不徴収,確定申告有無,国税処理有無,減免申請フラグ,パッチサイン,所得計算の所得金額,法人税の所得金額,受取配
当金額,繰越欠損金額,欠損繰戻し還付金額,法人税額（土地譲渡）,控除税額,外形フラグ,連結コード,連結後決算期コード,支店等設置サ
イン,追加有無,支店等設置（廃止）フラグ
＜道民税＞
事務所,法人番号,基本通番,レコード識別,追加通番,調定通番,削除フラグ,取消通番,連番,区分,申告,申告年月日,調定年月日１,電子申告
サイン,税率,移管,均等割,均等割税率,均等割月数,是認年月日,チェックサイン,道民税額,均等割額,調定年月,課税標準となる法人税総
額,課税標準となる法人税本道分,法人税割額,納付すべき法人税割額,均等割額,納付すべき均等割額,利子割控除額,利子割還付額,控
除しきれなかった金額,調定年月日２,申告基礎年月日,不足納期限,国税処理,国税処理,国税処理年月日,利子割還付過大な時の納付
額,外国法人控除額,仮装経理に基づく控除額,中間歳出還付（税額）,決算後減（税額）,中間歳出還付（均等割）,決算後減（均等割）,重加
対応額,租税条約に係わる控除額,利子割控除額
＜事業税＞
事務所,法人番号,基本通番,レコード識別,追加通番,調定通番,削除フラグ,取消通番,加算金調定通番,加算金削除フラグ,加算金取消通
番,連番,申告区分,申告年月日,調定年月日１,是認状況ＣＤ（所得割）,国税不徴収,国税処理有無,移管サイン,所得税率,収入金税率,是認
年月日（所得割）,事業税額チェックサイン,調定年月,電子申告サイン,所得総額,年４００万以下,年８００万以下,年８００万を越える,収入総
額,収入本道分,合計事業税額,納付すべき事業税額,重加対応額,申告基礎コード,申告基礎年月日,不足税額納期限,過少不申告コード,
国税不徴収,重加コード,国税不徴収,国税処理コード（所得割）,国税処理年月日（所得割）,仮装経理に基づく控除額,過少又は不申告加
算金,重加算金,中間歳出還付額,決算後減額,過少又は不申告加算金還付,重加算金還付,過少対象税額,租税条約に係わる控除額,是
認年月日（収入割）,是認年月日（付加価値割）,是認年月日（資本割）,国税処理コード（収入割）,国税処理コード（付加価値割,国税処理
コード（資本割）,国税処理年月日（収入割）,国税処理年月日（付加価値割,国税処理年月日（資本割）,是認状況ＣＤ（収入割）,是認状況Ｃ
Ｄ（付加価値割）,是認状況ＣＤ（資本割）,所得割税額,収入割税額,付加価値割税率,付加価値額総額,付加価値額総額（本道分）,付加価
値額（税額）,資本割税率,資本割総額,資本割総額（本道分）,資本割（税額）,納付すべき所得割の金額,納付すべき収入割の金額,納付す
べき付加価値割の金額,納付すべき資本割の金額,決算後減額（所得割）,決算後減額（収入割）,決算後減額（付加価値割）,決算後減額
（資本割）,中間歳出還付額（所得割）,中間歳出還付額（収入割）,中間歳出還付額（付加価値割,中間歳出還付額（資本割）,所得割に係
る特別税（課標）,収入割に係る特別税（課標）,所得割に係る特別税（税額）,収入割に係る特別税（税額）,合計地方法人特別税額,仮装経
理特別税額の控除額,租税条約特別税額の控除額,申告納付すべき地方特別税額,税率（特別税額・所得割）,税率（特別税額・収入割）,
決算後減額（特別税額）,中間歳出還付額（特別税額）,過少・不申告（特別税額）,重加算金（特別税額）,過少又は不申告（特別税額）,重
加算金（特別税額）,過／不加算金還付（特別税額,重加算金還付（特別税額）,過少対象税額（特別税額）
＜分割明細＞
事務所,法人番号,基本通番,レコード識別,追加通番,連番,申告区分,申告年月日,分割基準,分割県数,事業税１総数,事業税１本道分,事業
税２総数,事業税２本道分,道民税総数,道民税本道分,総数,鉄道又は軌道
＜所得明細＞
事務所,法人番号,基本通番,レコード識別,追加通番,連番,申告区分,申告年月日,損金の額に算入した所得金額,中小企業等繰入,海外投
資等繰入,技術等特別控除額,損金の額外国法人税額,社外流出による益金算入額,非適格譲渡利益,中小企業等戻入,海外投資等戻入,
外国法人税額（所得以外）,外国法人税額（所得）,留保所得に・・算入された額,外国事業に帰属する所得,特定目的支払配当損金算入,
特定信託分配損金算入,非適格譲渡損失,新聞業,新聞送達業,学術研究等の出版業,教育映画制作事業,新聞広告取扱事業,教科書供
給事業,一般放送事業,林業,鉱物の採掘事業,社会保険等医療,農事組合事業,繰越欠損金等災害損失金,私財提供等欠損金当期控除
額,所得金額再差引計
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

２．ファイル記録項目２

【道民税利子割】記録項目：75項目
＜特別徴収義務者＞
税目コード,事務所コード,特別徴収義務者番号,種類,申告納入区分,電話番号,金融機関種別コード,メモ,現況コード,異動年月日,異動連
番,災害納期延長（自）,災害納期延長（至）
＜利子種類＞
利子種類
＜申告年月＞
申告年月
＜申告明細＞
利子等の種類,課税標準額,税額,更正決定課税標準額,更正決定税額,申告納入区分,調定通番,差引課税標準額,差引税額,利子種類件
数
＜調定年＞
調定年
＜申告歴＞
事務所コード,特別徴収義務者番号,申告年月,申告書区分,利子種類コード,調定通番,調定年月,申告処理区分,申告年月日,調定年月日,
調査年月日,納期限,加算金決定通知の日,加算金の納期限,更正・決定通知の日,更正・決定の納期限,課税標準額合計,税額合計,非課
税,非課税支払額（非）,非課税支払額（他）,加算金コード,期別区分,加算金不徴収コード,過少申告率,過少申告金額,不申告率,不申告金
額,重加算金率,重加算金金額,取消区分,取消通番,訂正区分,訂正年月,最小種類,処理年月日,整理番号,調定件数,決算コード,元申告区
分,過少申告率１,過少申告金額１,過少申告率２,過少申告金額２,更正決定課税標準額合計,更正決定税額合計,差引税額合計,更正請求
年月日,決算後減額

【道民税配当割、道民税株式等譲渡所得割】記録項目：73項目
＜特徴者情報＞
税目コード,事務所コード,原簿番号,特徴者番号,決算月,業種,連絡先名称,連絡先名称補記,組織コード,組織表示,住所コード,番地方書,番
地方書補記,郵便番号,連絡先電話番号,メモ,廃止年月日,廃止理由,異動年月日,更新年月日,作成年月日
＜課税情報＞
税目コード,事務所コード,原簿番号,調定通番,申告年月,調定通番,取消区分,取消通番,調定区分,調定年度,期別,調定年月日,申告年月
日,申告書区分,通知年月日,納期限,延長納期限,処理年月日,更正・決定,調査年月日,更正請求年月日,種類,課税標準額,正当税額,既納
税額,差引課税標準額,差引税額,非課税,還付支払金額,還付税額,合計課税標準額,合計税額,合計既納税額,合計差引課税標準額,合計
差引税額,加算金不徴収サイン,加算金種別,加算金元調定区分,加算金元調定通番,加算金,加算金基礎税額,加算金税率,加算金算出
額,加算金通知日,加算金納期限,還付税額,還付既納税額,還付差引課税標準額,還付差引税額,特徴者番号,更新年月日,作成年月日

【個人事業税】記録項目：106項目
＜あて名＞
事務所,原簿番号,所得年,通番,業種（主）コード,業種（主）税率,業種（兼）コード,業種（兼）税率,減免,非課税,分割区分,申告区分,課税処
理区分,開業年月日,廃業区分,廃業年月日,開業月数,廃業月数,カナ屋号,漢字屋号,市町村コード,営業先郵便番号,営業先住所,営業先
電話番号,納貯組合,課税処理区分,メモ情報,旧原簿番号
＜基本＞
事務所,原簿番号,所得年,通番,業種（主）コード,業種（主）税率,業種（兼）コード,業種（兼）税率,課税免除区分,非課税,分割区分,申告区
分,課税処理区分,開業月数,廃業月数,専従者人数,損害割合,従業員総人数,従業員本道分人数
＜課税＞
事務所,原簿番号,所得年,調定通番,課税年度,課税区分,削除フラグ,訂正通番,調定年月,調定日,所得金額,青色申告控除額,青色事業専
従者給与額,事業専従者控除額,海外市場準備金（加算）,海外市場準備金（減算）,非課税事業所得金額,事業所得以外の所得金額,差引
所得金額,損失の繰越控除額,被災事業の損失繰越控除額,事業用資産譲渡損失控除額,事業用資産譲渡損失繰越控除,旧非課税事業
所得額,旧非課税事業控除額,兼業事業所得（第１種）,兼業事業所得（第２種）,兼業事業所得（第３種）３％,兼業事業所得（第３種）５％,分
割（道外本店）課税標準額,事業主控除前の所得額,事業主控除額,所得控除額合計,課税標準額,当初課税額,課税免除コード,課税免除
額,免除申請日,減免コード１,減免額１,減免コード２,減免額２,減免額合計,課税額,既納付税額,調定税額,決算後減額,納付税額,納期,納税
額,納期日,課税区分,発付年月日,国税処理日,課税月数,業種（主）コード,業種（主）税率,業種（兼）コード,業種（兼）税率
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

３．ファイル記録項目３

【鉱区税】記録項目：108項目
＜鉱区税＞
鉱区登録番号,鉱種名,鉱区の所在地,登録年月日,登録面積（登録距離）,変更年月日,延長回数,存続期間（自）,存続期間（至）,減額取消
理由,課税・非課税区分,課税保留区分,年月日,減免月数,メモ,発付区分,送付区分,漢字氏名,補記,組織,表示,住所コード,丁目,番地,号,棟,
室,例外コード,方書,補記,郵便番号,編集住所,電話番号,異動年月日,異動理由,共同者数,石炭合理化措置法
＜原簿＞
税目,事務所コード,原簿番号,原簿取消区分
＜課税歴＞
課税元年度,税目,事務所コード,原簿番号,調定通番,業種区分,調定区分,調定年月日,発付年月日,納期限,納期限変更区分,課税区分,課
税面積,税率,税率コード,課税月数,税額,差引増減額,取消区分,取消通番,異動年月日,登録面積,算出減,石炭合理化措置法,課税年度,調
定年月（出納整理判定用）,決算後減額,鉱区登録番号,鉱種名,鉱区の所在地,登録年月日,登録面積（登録距離）,変更年月日,延長回数,
存続期間（自）,存続期間（至）,減額取消理由,課税・非課税区分,課税保留区分,年月日,減免月数,メモ,発付区分,送付先情報,送付区分,漢
字氏名,補記,組織・表示,組織,表示,住所コード,丁目,番地,号,棟,室,例外コード,方書,補記,郵便番号,送付先郵便番号予備,編集住所,電話
番号,異動年月日,異動理由,共同者数,石炭合理化措置法

【不動産取得税】記録項目：172項目
＜原簿番号＞
税目,徴収原簿番号,登録日,更新年月日
＜課税客体＞
年度期別,年号,所在地住所コード,所在地丁目,家屋番号（地番）,自治省市町村コード,マンション名,部屋番号,不動産区分,用途・地目,建
築区分,構造,建床面積・地積,延べ床面積,筆戸数,敷地権分子,敷地権分母,建築確認申請年月日,しょうよう状況,建築年月日,マンション,
事務所,建売番号,マンション番号,タイプ番号,取得区分,取得年月日,取得原因,取得金額,中間登記把握区分,申告要否区分,申告書発付
日,申告書受理日,評価区分,税務署コード,整理№,贈与者名,メモ,法人区分,客体状況,決定年月日,除去理由,控除適用有無,登録日,更新
年月日,決定フラグ,振興局発送
＜調定＞
調定通番,評価種別,旧価格,構造,用途,あん分床面積,１㎡再建築費評点数,再建築評点数,補正率１,補正率２,１点当たり価格,決定価格,
決定価格計,税率コード住宅部分,税率コード住宅以外,税率コード不均一課税,住宅部分面積,住宅部分あん分決定価格,住宅部分控除
理由,住宅部分控除額,住宅部分住宅控除理由,住宅部分住宅控除額,住宅部分住宅全額控除件数,住宅部分住宅控除一部件数,住宅部
分免税点失格,住宅部分控除後免税点失格,その他部分面積,その他部分あん分決定価格,その他部分控除理由,その他部分控除金額,
その他部分免税点失格,その他部分控除後免税点失格,不均一課税面積,不均一課税あん分決定価格,不均一課税控除理由,不均一課
税控除金額,不均一課税全額控除件数,不均一課税一部控除件数,持分免税決定価格,持分免税決定面積,持分免税課税標準,持分免税
課標面積,減額前の３％課税標準額,減額前の４％課税標準額,減額前の０．４％課税標準額,減額前の３％課標算出減,減額前の４％課
標算出減,減額前の０．４％課標算出減,減額前の３％税額,減額前の４％税額,減額前の０．４％税額,減額前の３％税額算出減,減額前の
４％税額算出減,減額前の０．４％税額算出減,３％減額等調定区分,３％減額等理由,３％減額等額,４％減額等調定区分,４％減額等理
由,４％減額等額,０．４％減免等調定区分,０．４％減免等理由,０．４％減免等額,途中の３％税額算出減,途中の４％税額算出減,途中の
０．４％税額算出減,減額後の３％税額,減額後の４％税額,減額後の０．４％税額,減額後の３％税額算出減,減額後の４％税額算出減,減
額後の０．４％税額算出減,今回までの課税標準額,今回までの税額,前回までの課税標準額,前回までの税額,今回課標,今回調定額,課
税分３％課税標準額,課税分４％課税標準額,課税分０．４％課税標準額,課税分３％算出減,課税分４％算出減,課税分０．４％算出減,調
定区分,申請日,不均一課税理由,調定増減区分,課標,調定額,訂正通番,訂正調定区分,訂正済サイン,課税事務所,歳入年度,法定納期限,
月変更,本来の調定年月,入力時調定状況,調定状況,調定年月日,通知書発付年月日,大口区分,納期限変更区分,変更納期限,確定日,徴
収猶予,徴収猶予申請日,徴収猶予決定日,徴収猶予理由,徴収猶予始期,徴収猶予終期,徴収猶予額,徴収猶予取消,徴収猶予取消日,徴
収猶予面積,徴収猶予筆数,電算処理前,登録日,更新年月日,延長決定日

【間税三税】記録項目：624項目
＜原簿＞
税目,徴収原簿番号
＜登録事項（共通）＞
税目,徴収原簿番号,事務所コード,カナ索引用屋号,納税者詳細区分,業態,課税発生年月日,旧徴収原簿番号,開業年月日,廃業理由,廃業
年月日,担当区分,法人代表者氏名,申告書送付先区分,メモ,調査種別１,調査年月１,結果（是）１,結果（更）１,結果（決）１,調査種別２,調査
年月２,結果（是）２,結果（更）２,結果（決）２,調査種別３,調査年月３,結果（是）３,結果（更）３,結果（決）３,市町村コード,新規異動年月日,修
正異動年月日,登録年月日,更新年月日
＜登録事項（道たばこ税）＞
組織コード,組織表示区分,事務所名称,代表者氏名,電話番号,住所コード,丁目,番地方書,番地方書補記区分,郵便番号,事業者コード,小
売り機関有無区分,営業区域,登録許可年月日,廃止取消年月日
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４．ファイル記録項目４

＜登録事項（ゴルフ場利用税）＞
ゴルフ場名称,支配人氏名,電話番号,住所コード,丁目,番地方書,番地方書補記区分,郵便番号,等級,等級決定年月日,ホール数,軽減税率
適用区分,施設種類,算定基礎利用料金,利用料金,平日利用料金,土曜利用料金,日祭利用料金,会員利用料金,付帯利用料金,付帯外利
用料金,キャディー利用料金,例外区分,コースの延長距離,ゴルフ場の総面積,面積市町村コード１,面積１,面積市町村コード２,面積２,面積
市町村コード３,面積３,面積市町村コード４,面積４,プレプリント区分
＜登録事項（軽油引取税）＞
組織コード,組織表示区分,事務所名称,代表者氏名,委任状有無区分,電話番号,住所コード,丁目,番地方書,番地方書補記区分,郵便番号,
本店所在地,事務所数,本支店区分,事業者コード,交付金交付先番号,石協コード,仮特約指定年月日,特約指定年月日,免税業種,関係元
売業者,元売業者１,元売業者２,元売業者３
＜行為年月＞
行為年月,休業,休業区分,休業開始日,休業終了日,休業申請年月日,登録年月日,更新年月日
＜調定履歴（共通）＞
調定通番,申告書様式,調定年度,調定年月,調定区分,調定年月日,調定番号,加算金Ｒ区分,対象調定通番,対象調定区分,被取消区分,当
初申告情報,申告期限,申告年月日,期内申告区分,月変更区分,延長納期限,調査種別,調査年月日,決議年月日,申告是認年月日,更正決
定等,修正申告等年月日,告知書等発付日,返戻等区分,納期限,確定課税標準,確定税額,確定過少申告加算金,確定不申告加算金,確定
重加算金,課税標準,税額,税額調定件数,加算金不徴収区分,過少申告加算金,過少申告加算金調定件数,不申告加算金,不申告加算金
調定件数,重加算金,重加算金調定件数,納税者詳細区分,等級,ホール数,業態,免税業種,連帯有無区分,特例店舗区分,準零区分,休業区
分,調定パターン,税率改正区分,納入・納付申告区分,登録年月日,更新年月日
＜調定履歴（道たばこ税申告）＞
申告書様式,調定区分,申告年月日,申告期限,延長納期限,課税標準数量旧３級品以外,課税標準数量旧３級品,課税標準税額旧３級品
以外,課税標準税額旧３級品,合計,合計旧３級品以外,合計旧３級品,課税免除税額旧３級品以外,課税免除税額旧３級品,課税免除合計,
返還控除本数旧３級品以外,返還控除本数旧３級品,返還控除金額旧３級品以外,返還控除金額旧３級品,返還控除金額合計,差引税額,
既納付確定税額等,差引申告納付税額等,加算金不徴収区分,不申告加算金
＜調定履歴（道たばこ税更正決定）＞
申告書様式,調定区分,減免等理由,調査種別,調査年月日,修正申告等年月日,決議年月日,出納調定月,延長納期限,調査課税標準数量
旧３級品以外,調査課税標準数量旧３級品,調査課税標準税額旧３級品以外,調査課税標準税額旧３級品,調査課税標準税額合計,調査
課税免除本数旧３級品以外,調査課税免除本数旧３級品,調査課税免除税額旧３級品以外,調査課税免除税額旧３級品,調査課税免除
税額合計,調査返還控除本数旧３級品以外,調査返還控除本数旧３級品,調査返還控除金額旧３級品以外,調査返還控除金額旧３級品,
調査返還控除金額合計,調査差引税額,既納付確定税額等,差引申告納付税額等,差引課税標準数量旧３級品以外,差引課税標準数量
旧３級品,差引課税標準税額旧３級品以外,差引課税標準税額旧３級品,差引課税標準税額合計,差引課税免除本数旧３級品以外,差引
課税免除本数旧３級品,差引課税免除税額旧３級品以外,差引課税免除税額旧３級品,差引課税免除税額合計,差引返還控除本数旧３
級品以外,差引返還控除本数旧３級品,差引返還控除金額旧３級品以外,差引返還控除金額旧３級品,差引返還控除金額合計,差引差引
税額,既納付確定税額等,差引申告納付税額等,加算金,加算金不徴収区分,過少申告加算金１０％,過少申告加算金５％,不申告加算金
税率,不申告加算金,重加算金税率,重加算金
＜調定履歴（ゴルフ場利用税申告）＞
申告書様式,調定区分,申告年月日,申告期限,延長納期限,現状又は変更前等級,現状又は変更前税率,現状又は変更前一般利用人員,
現状又は変更前一般税額,現状又は変更前身障者利用人員,現状又は変更前身障者税額,現状又は変更前学生等利用人員,現状又は
変更前学生等税額,現状又は変更前高齢者利用人員,現状又は変更前高齢者税額,現状又は変更前早朝利用人員,現状又は変更前早
朝税額,現状又は変更前小計利用人員,現状又は変更前小計税額,変更後等級,変更後税率,変更後一般利用人員,変更後一般税額,変
更後身障者利用人員,変更後身障者税額,変更後学生等利用人員,変更後学生等税額,変更後高齢者利用人員,変更後高齢者税額,変更
後早朝利用人員,変更後早朝税額,変更後小計利用人員,変更後小計税額,合計利用人員,合計税額,加算金不徴収区分,不申告加算金,
現状又は変更前（追加）国体等利用人員,現状又は変更前（追加）国体等税額,変更後（追加）国体等利用人員,変更後（追加）国体等税
額,現状又は変更前（非課税）１８歳未満,現状又は変更前（非課税）７０歳以上,現状又は変更前（非課税）障害者,現状又は変更前（非課
税）国体等,現状又は変更前（非課税）学生等,現状又は変更前（非課税）小計,変更後（非課税）１８歳未満,変更後（非課税）７０歳以上,変
更後（非課税）障害者,変更後（非課税）国体等,変更後（非課税）学生等,変更後（非課税）小計,合計（非課税）
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

５，ファイル記録項目５

＜調定履歴（ゴルフ場利用税更正決定）＞
申告書様式,調定区分,減免等理由,調査種別,調査年月日,追加申告等年月日,決議年月日,出納調定月,延長納期限,現状又は変更前,現
状又は変更前等級,現状又は変更前税率,現状又は変更前（調査）一般利用人員,現状又は変更前（調査）一般税額,現状又は変更前（調
査）身障者利用人員,現状又は変更前（調査）身障者税額,現状又は変更前（調査）学生等利用人員,現状又は変更前（調査）学生等税額,
現状又は変更前（調査）高齢者利用人員,現状又は変更前（調査）高齢者税額,現状又は変更前（調査）早朝利用人員,現状又は変更前
（調査）早朝税額,現状又は変更前（調査）小計利用人員,現状又は変更前（調査）小計税額,変更後等級,変更後税率,変更後（調査）一般
利用人員,変更後（調査）一般税額,変更後（調査）身障者利用人員,変更後（調査）身障者税額,変更後（調査）学生等利用人員,変更後
（調査）学生等税額,変更後（調査）高齢者利用人員,変更後（調査）高齢者税額,変更後（調査）早朝利用人員,変更後（調査）早朝税額,変
更後（調査）小計利用人員,変更後（調査）小計税額,変更後（調査）合計利用人員,変更後（調査）合計税額,現状又は変更前（差引）一般
利用人員,現状又は変更前（差引）一般税額,現状又は変更前（差引）身障者利用人員,現状又は変更前（差引）身障者税額,現状又は変
更前（差引）学生等利用人員,現状又は変更前（差引）学生等税額,現状又は変更前（差引）高齢者利用人員,現状又は変更前（差引）高
齢者税額,現状又は変更前（差引）早朝利用人員,現状又は変更前（差引）早朝税額,現状又は変更前（差引）小計利用人員,現状又は変
更前（差引）小計税額,変更後（差引）一般利用人員,変更後（差引）一般税額,変更後（差引）身障者利用人員,変更後（差引）身障者税額,
変更後（差引）学生等利用人員,変更後（差引）学生等税額,変更後（差引）高齢者利用人員,変更後（差引）高齢者税額,変更後（差引）早
朝利用人員,変更後（差引）早朝税額,変更後（差引）小計利用人員,変更後（差引）小計税額,変更後（差引）合計利用人員,変更後（差引）
合計税額,加算金不徴収区分,過少申告加算金１０％,過少申告加算金５％,不申告加算金税率,不申告加算金,重加算金税率,重加算金,
現状又は変更前（調査）追加国体等利用人員,現状又は変更前（調査）追加国体等税額,変更後（調査）追加国体等利用人員,変更後（調
査）追加国体等税額,現状又は変更前（差引）追加国体等利用人員,現状又は変更前（差引）追加国体等税額,変更後（差引）追加国体等
利用人員,変更後（差引）追加国体等税額,現状又変更前（調査非課税）１８歳未満,現状又変更前（調査非課税）７０歳以上,現状又変更
前（調査非課税）障害者,現状又変更前（調査非課税）国体等,現状又変更前（調査非課税）学生等,現状又変更前（調査非課税）小計,変
更後（調査非課税）１８歳未満,変更後（調査非課税）７０歳以上,変更後（調査非課税）障害者,変更後（調査非課税）国体等,変更後（調査
非課税）学生等,変更後（調査非課税）小計,現状又変更前（差引非課税）１８歳未満,現状又変更前（差引非課税）７０歳以上,現状又変更
前（差引非課税）障害者,現状又変更前（差引非課税）国体等,現状又変更前（差引非課税）学生等,現状又変更前（差引非課税）小計,変
更後（差引非課税）１８歳未満,変更後（差引非課税）７０歳以上,変更後（差引非課税）障害者,変更後（差引非課税）国体等,変更後（差引
非課税）学生等,変更後（差引非課税）小計
＜調定履歴（軽油引取税納入申告）＞
申告書様式,調定区分,申告年月日,申告期限,延長納期限,引渡数量（イ）,７００条の３（ロ）,７００条の５第１号（ハ）,７００条の５第２号（ニ）,
免税証（ホ）,合衆国軍隊（ヘ）,小計（ト）,差引計（チ）,欠減量（リ）,再差引計（ヌ）,税額（ル）,加算金不徴収区分,不申告加算金,納入予定日
＜調定履歴（軽油引取税納付申告）＞
申告書様式,調定区分,申告年月日,申告期限,延長納期限,特約業者等販売等数量,特約業者等控除数量,特約業者等差引計（イ）,販売
業者販売等数量,販売業者控除数量（１）,販売業者控除数量（２）,販売業者差引計（ロ）,自動車燃料消費等数量,自動車燃料控除数量,
自動車燃料差引計（ハ）,義務の消滅所有等数量,義務の消滅控除数量,義務の消滅差引計（ニ）,自己消費消費等数量,自己消費控除数
量（１）,自己消費控除数量（２）,自己消費差引計（ホ）,免軽の譲渡譲渡等数（ヘ）,用途外使用消費等数（ト）,製造・輸入消費等数量,製造・
輸入控除数量,製造・輸入差引計（チ）,合計（リ）,税額（ヌ）,加算金不徴収区分,不申告加算金
＜調定履歴（軽油引取税納入更正決定）＞
申告書様式,調定区分,減免等理由,調査種別,調査年月日,追加申告等年月日,決議年月日,出納調定月,延長納期限,調査情報引渡数量
（イ）,調査情報７００条の３（ロ）,調査情報７００条の５第１号（ハ）,調査情報７００条の５第２号（ニ）,調査情報免税証（ホ）,調査情報合衆国
軍隊（ヘ）,調査情報小計（ト）,調査情報差引計（チ）,調査情報欠減量（リ）,調査情報再差引計（ヌ）,調査情報税額（ル）,差引情報引渡数量
（イ）,差引情報７００条の３（ロ）,差引情報７００条の５第１号（ハ）,差引情報７００条の５第２号（ニ）,差引情報免税証（ホ）,差引情報合衆国
軍隊（ヘ）,差引情報小計（ト）,差引情報差引計（チ）,差引情報欠減量（リ）,差引情報再差引計（ヌ）,差引情報税額（ル）,加算金不徴収区
分,過少申告加算金１０％,過少申告加算金５％,不申告加算金税率,不申告加算金,重加算金税率,重加算金
＜納税者ID・原簿番号対応＞
税目,徴収原簿番号,原簿支庁,原簿番号,一連番号,C/D,行為年月,調定通番,電子申告ﾌﾗｸﾞ
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６．ファイル記録項目６

＜調定履歴（軽油引取税納付更正決定）＞
申告書様式,調定区分,減免等理由,調査種別,調査年月日,追加申告等年月日,決議年月日,出納調定月,延長納期限,調査情報特約業者
等販売等数量,調査情報特約業者等控除数量,調査情報特約業者等差引計（イ）,調査情報販売業者販売等数量,調査情報販売業者控
除数量（１）,調査情報販売業者控除数量（２）,調査情報販売業者差引計（ロ）,調査情報自動車燃料消費等数量,調査情報自動車燃料控
除数量,調査情報自動車燃料差引計（ハ）,調査情報義務の消滅所有等数量,調査情報義務の消滅控除数量,調査情報義務の消滅差引
計（ニ）,調査情報自己消費消費等数量,調査情報自己消費控除数量（１）,調査情報自己消費控除数量（２）,調査情報自己消費差引計
（ホ）,調査情報免軽の譲渡譲渡等数（ヘ）,調査情報用途外使用消費等数（ト）,調査情報製造・輸入消費等数量,調査情報製造・輸入控
除数量,調査情報製造・輸入差引計（チ）,調査情報合計（リ）,調査情報税額（ヌ）,差引情報特約業者等販売等数量,差引情報特約業者等
控除数量,差引情報特約業者等差引計（イ）,差引情報販売業者販売等数量,差引情報販売業者控除数量（１）,差引情報販売業者控除数
量（２）,差引情報販売業者差引計（ロ）,差引情報自動車燃料消費等数量,差引情報自動車燃料控除数量,差引情報自動車燃料差引計
（ハ）,差引情報義務の消滅所有等数量,差引情報義務の消滅控除数量,差引情報義務の消滅差引計（ニ）,差引情報自己消費消費等数
量,差引情報自己消費控除数量（１）,差引情報自己消費控除数量（２）,差引情報自己消費差引計（ホ）,差引情報免軽の譲渡譲渡等数
（ヘ）,差引情報用途外使用消費等数（ト）,差引情報製造・輸入消費等数量,差引情報製造・輸入控除数量,差引情報製造・輸入差引計
（チ）,差引情報合計（リ）,差引情報税額（ヌ）,加算金不徴収区分,過少申告加算金１０％,過少申告加算金５％,不申告加算金税率,不申告
加算金,重加算金税率,重加算金
＜異動履歴（共通）＞
異動履歴種別,更新削除区分,新規異動年月日,修正異動年月日,登録年月日,更新年月日
＜異動履歴（道たばこ税）＞
納税義務者区分,漢字氏名,漢字氏名補記区分,電話番号,住所名,住所名補記区分,郵便番号,事務所名称,電話番号,住所名,住所名補記
区分,郵便番号,メモ
＜異動履歴（ゴルフ場利用税）＞
納税義務者区分,漢字氏名,漢字氏名補記区分,電話番号,住所名,住所名補記区分,郵便番号,ゴルフ場名称,カナ索引用名称,電話番号,
住所名,住所名補記区分,郵便番号,等級,等級決定年月日,ホール数,メモ
＜異動履歴（軽油引取税）＞
納税義務者区分,漢字氏名,漢字氏名補記区分,電話番号,住所名,住所名補記区分,郵便番号,事務所名称,電話番号,住所名,住所名補記
区分,郵便番号,事務所数,元売業者１,元売業者２,元売業者３,メモ

【免税軽油】記録項目：34項目
＜交付＞
免税軽油使用者番号,免税証交付年月日,免税証交付同日枝番,免税証交付区分,免税業種,免税軽油使用者申請区分,免税証有効期間
（始期）,免税証有効期間（終期）,交換交付日,変更交換交付日,免税軽油販売店道内・道外区,免税軽油販売店コード,免税証表示数量,
免税証交付枚数,免税証交付数量,免税証交付開始番号,免税証交付終了番号,免税証交付合計枚数,免税証交付合計数量,免税証交付
削除区分,免税証交付管理番号,登録年月日,更新年月日
＜回収＞
徴収原簿番号,免税証回収先道内・道外区分,行為年月日,納税者詳細区分,免税証業種別回収枚数,免税業種別回収数量（入力値）,免
税業種別回収数量（実数値）,免税証回収合計枚数,免税証回収合計数量,登録年月日,更新年月日

【循環資源利用促進税】記録項目：131項目
＜マスタ＞
税目,原簿番号,義務者区分,代表者名,最終処分場の名称,搬入開始日,産業廃棄物処分業の許可,号,所在地住所コード,郵便番号,処分
場の種類,設置許可番号,設置許可日,送付先情報,送付先名,送付先・住所コード,送付先・郵便番号,送付先電話番号,送付先番地方書,課
税メモ,現況コード,現況年月日,登録番号,予備,異動年月日,作成年月日,申告方法,受付番号
＜基本＞
税目,原簿番号,申告対象ＦＲＯＭ,申告対象ＴＯ,固定,取消サイン,最終調定通番,最終調定区分,申告期限,延長納期限,正当額,課税標準
（ｔ）,税率（円）,税額（円）,過少申告加算金,不申告加算金,重加算税率,算出額,期内申告税額,課税実績サイン,更新年月日,作成年月日,申
告方法
＜履歴＞
税目,原簿番号,申告対象ＦＲＯＭ,申告対象ＴＯ,調定通番,期内／期後申告,取消サイン,調定年度,出納月,調定区分,増減区分,調定年月
日,申告年月日,申告期限,延長申告期限,調査年月日,減額等申請日,更正請求年月日,修正申告年月日,通知書年月日,納期限,課税標準
（ｔ）,税率（円）,税額（円）,既納課税標準,既納税額（円）,差引税額（円）,同一区分,調定区分,調定通番,元調定区分,元調定通番,不徴収サ
イン,加算金区分,過少申告加算金算定の基礎税額,過少申告加算金過少申告加算金率,過少申告加算金算出額,過少申告加算金調定
額,不申告加算金算定の基礎税額,不申告加算金率,不申告加算金算出額,不申告加算金調定額,重加算算定の基礎税額,重加算金率,
重加算算出額,重加算金調定額,調定件数本税,調定件数過少申告加算金,調定件数不申告加算金,調定件数重加算金,決算後減額本
税,決算後減額過少申告加算金,決算後減額不申告加算金,決算後減額重加算金,決減件数本税,決減件数過少申告加算金,決減件数不
申告加算金,決減件数重加算金,課税実績サイン,返戻区分,更新年月日,作成年月日,申告方法,受付番号
＜納税者ID＞
税目,原簿番号,納税者ＩＤ,登録年月日,更新年月日
＜申告受付番号＞
受付番号,事業所所在地,事業所名称,更新日,作成年月日
＜申告受付番号管理＞
原簿番号,年度期別,通番,受付番号,調定年月日,作成年月日
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７．ファイル記録項目７

【徴収（一般税）】記録項目：454項目
＜徴収原簿（原簿）＞
事務所コード,税目コード,徴収原簿番号,徴収担当者コード,納税義務者表示,口振区分,移管区分,相手先徴収原簿番号,旧徴収原簿番号
＜徴収原簿（調定）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度期別,調定通番,期割,課税年度,会計年度,更新年月日,課税事務所,調定区分,調定年月,調定年月日,通知
書発行年月日,現在調定額,本税,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,延滞金仮調定額,減免額累計,再計算禁止,収入額計,本税,延
滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,利子割控除不足額等還付額,申告年月日,申告期限,申告区分,納通返戻等区分,法定納
期限,納期限,国による決定日,事業年度終了日,確定申告提出日,延長区分,延長後納期限,重加対応額,督促状返戻区分１,督促状発付年
月日１,督促状返戻区分２,督促状発付年月日２,不納欠損始期１,不納欠損始期２,引受先徴収原簿番号,引受先事務所コード,引受先原簿
番号,引継サイン,引継先徴収原簿番号,引継先事務所コード,引継先原簿番号,措置表示,未調定サイン,滞納繰越額,本税,延滞金,過少申
告加算金,不申告加算金,重加算金,収入レコード管理№,電算前入力区分
＜徴収原簿（調定履歴）＞
調定通番,調定通番枝番,調定収入区分１,調定収入区分２,課税年度,会計年度,更新年月日,調定区分,調定年月,調定年月日,今回調定
額,本税,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,国による決定日,更正請求年月日,減額申請日,減免等事由,重加対応額,利子割控除
不足額,過誤納枝番,過誤納処理サイン,申告年月日,調定事務所
＜徴収原簿（収入）＞
収入日,第一収納日,収入事務所コード,会計年度,収入種別,納税者区分,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,利子割
控除不足額等還付額,口振銀行コード,充当先税目コード,充当先徴収原簿番号,充当先事務所コード,充当先原簿番号,充当先年度期別,
充当先調定通番,充当先期割,還付額計本税,還付額計延滞金,還付額計過少申告加算金,還付額計不申告加算金,還付額計重加算金,
過誤納処理サイン,管理№,過誤納枝番,過誤納調定通番,共通納税収納方法
＜措置＞
事務所コード,税目コード,徴収原簿番号,措置年月日,管理番号,レコード区分,年度期別,調定通番,期割,課税年度,決定年度,調定区分コー
ド,措置コード,個別データ部,財産等区分,解除等区分,処理年月日,納期限,督促状発付日,本税,延滞金,過・不区分,過少・不申告加算金,重
加算金,嘱託先府県,取消年月日,納期限,本税,延滞金,過・不区分,過少・不申告加算金,重加算金,猶予期間（ＦＲＯＭ）,猶予期間（ＴＯ）,申
請年月日,取消年月日,納期限,督促状発付日,本税,延滞金,過・不区分,過少・不申告加算金,重加算金,取消年月日,納期限,本税,延滞金,
過・不区分,過少不申告加算金,重加算金,処分理由コード,不納欠損区分コード,滞納処分停止決定年度,滞納処分停止年月日,滞納処分
停止管理番号
＜多目的＞
税目,原簿番号,データ種別,情報１（電話番号）,電話番号,名義区分,送付先住所コード,丁目,番地,号,棟,室,例外コード,例外表示,方書,方書
補記区分,郵便番号
＜口座管理＞
口座用途区分,事務所コード,税目コード,徴収原簿番号,金融機関コード,店コード,預貯金種別コード,口座番号,口座名義人（カナ）,組織
コード,組織コード表示区分,口座名義人（漢字）,口座振替開始日,口座振替終了日
＜共通納税納付情報管理＞
地方公共団体コード,納税者ＩＤ,発行依頼受信日時,税務事務所コード,所属コード,手続ＩＤ（電子納付）,申告区分（ｅＬＴＡＸ）,税目区分,見込
納付ﾌﾗｸﾞ（納付区分）,期別（自）,期別（至）,申告受付番号,申告受付日,申告受付日時,利用者ＩＤ,納付者名フリカナ,納付者名,納付者住所,
本税等合計額,延滞金合計額,収納機関名,支払内容,収納団体番号,納付番号,納付区分,確認番号,支払可能期限,納付書情報管理登録
日時,納付書情報作成日時,ＭＰＮ登録日時,内訳情報個数,法人番号,特定キー１（税目別特定キー情報指定番号、管理番号等）,特定
キー２（予備（納付情報紐付データ対応項目）,特定キー予備（将来の税目拡張に対応するための予備領域）,様式ＩＤ,種類コード,様式別
申告連番,種類別申告連番,ＮＩＳＡ区分,納税者ＩＤ（特別徴収義務者）,特定キー予備残,ＯＳＳ情報,ＯＳＳ受付番号,特定キー予備残,総括
納付情報納付区分（4桁目が申告区分）,総括納付情確認番号,納付情報件数,備考,納付情報データ部,納付額コード,納付額区分,納付額
名,金額
＜共通納税管理＞
地方公共団体コード,納税者ＩＤ,発行依頼受信日時,税務事務所コード,所属コード,手続ＩＤ,申告区分,税目区分,見込納付ﾌﾗｸﾞ,期別（自）,
期別（至）,申告受付番号,申告受付日,申告受付日時,利用者ＩＤ,納付者名フリカナ,納付者名,納付者住所,本税等合計額,延滞金合計額,
収納機関名,支払内容,収納団体番号,納付番号,納付区分,確認番号,支払可能期限,納付書情報管理登録日時,納付書情報作成日時,Ｍ
ＰＮ登録日時,内訳情報個数,法人番号,特定キー１,特定キー２,特定キー予備,様式ＩＤ,種類コード,様式別申告連番,種類別申告連番,ＮＩＳ
Ａ区分,納税者ＩＤ（特別徴収義務者）,特定キー予備残,ＯＳＳ情報,ＯＳＳ受付番号,特定キー予備残,総括納付情報納付区分,総括納付情
確認番号,納付情報件数,備考,納付情報データ部,納付額コード,納付額区分,納付額名,金額
＜共通納税納付情報＞
ﾃﾞｰﾀ区分,個別情報,ヘッダ部,ﾌｧｲﾙ種別,収納団体ｺｰﾄﾞ,システム利用領域０１,ファイル作成年月日,ファイル作成時刻,データ件数,エラー
データ件数,ワーニング件数,決済単位年月日,システム利用領域０２,合計金額,システム予備,地方公共団体コード,納付番号,収納団体番
号,納付区分,税目・料金番号,申告区分･課税期間,確認番号,納付者名フリカナ,納付者名,様式ＩＤ,種類コード,様式別申告連番,種類別申
告連番,ＮＩＳＡ区分,納税者ＩＤ（特別徴収義務者）,特定キー予備残,ＯＳＳ情報,ＯＳＳ受付番号,OSS用登録（交付年月日）,特定キー予備
残,ＱＲ情報,延滞金通知フラグ,税目・料金番号エラーフラグ,特定キー予備残,機構指定納付受託者,チャネル区分２
＜QR共通納税管理＞
納付番号,枝番,税目,徴収原簿番号,支庁ｺｰﾄﾞ,原簿番号,年度期別,通番,期割,共通データ部,収入支庁,収納団体番号,納付区分,確認番号,
金額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,合計金額,仮消込フラグ,本消込フラグ,予備0,最終枝番,管理情報データ部,
地方公共団体コード,納税者ＩＤ,発行依頼受信日時,税務事務所コード,所属コード,手続ＩＤ（電子納付）,申告区分（ｅＬＴＡＸ）,税目区分,見込
納付ﾌﾗｸﾞ（納付区分）,期別（自）,期別（至）,申告受付番号,申告受付日,申告受付日時,利用者ＩＤ,納付者名フリカナ,納付者名,納付者住所,
本税等合計額,延滞金合計額,収納機関名,支払内容,支払可能期限,納付書情報管理登録日時,納付書情報作成日時,ＭＰＮ登録日時,内
訳情報個数,法人番号,特定キー１,特定キー２,特定キー予備,ＯＳＳ情報,様式ＩＤ,種類コード,様式別申告連番,種類別申告連番,ＮＩＳＡ区
分,納税者ＩＤ（特別徴収義務者）,特定キー予備残,ＱＲ情報,延滞金通知フラグ,税目・料金番号エラーフラグ,機構指定納付受託者,特定
キー予備残,総括納付情報納付区分,総括納付情確認番号,納付情報件数,納付情報データ部,納付額コード,納付額区分,納付額名,金額,
消込情報,入金年月日,納付年月日,金融機関コード,店舗コード,チャネル区分,入力区分,会計年度,収入年月日,速報エラーコード,確報エ
ラーコード,予備,決済年月日,予備
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８－１．ファイル記録項目８

【あて名（自動車税）】記録項目：24項目
＜あて名＞
陸運コード,あて名№,方書補記区分,郵便番号,生・設年月日,漢字氏名,漢字氏名補記区分,カナ氏名,カナ氏名補記区分,住民票調査区分
＜自動車税徴収原簿番号＞
陸運コード,あて名№,自動車取得税整理番号,登録年月日,申告枝番,最終枝番（自動車税）,分散事務所コード,管理情報,返戻ビット,居所
判明ビット
＜自動車取得税徴収原簿番号＞
陸運コード,あて名№,自動車税証紙対応枝番,申告最終枝番

【自動車税】記録項目：201項目
＜調定履歴＞
登録番号,課税元年度,枝番,調定履歴回数,処理コード,調定通番,入力区分,調定区分,課税年度,調定年月,調定年月日,決定年月日,適用
年月日,発付年月日,納期限,税区分,非免コード,月数,本税（正当額）,本税差額,返戻サイン,取消・誤賦課情報,対象入力区分,対象調定区
分,対象調定通番,減額調定内訳（決算後減額）,削除区分
＜普通徴収＞
登録番号,課税年度,枝番,履歴回数情報,調定履歴回数,調定通番回数,処理コード,データ種別,車台番号,状態管理情報,抹消,道外転出,
道内転出,課税除却,非課税,課税保留,課税免除,課税不能,移転,復活,道外転入,道内転入,番号変更,減額,滞納削除,滞納,発行禁止,口座
振替継続,所在不明者（ディーラー）,返還車,分配突合済,ハイブリッド車,三輪車,定期保留,仮保留,所有権留保,災害減免,商品中古減免,
生活路線バス減免,盗難による減額,引抜き,口座振替,課税メモ（ＯＶＥＲ）,免除・保留・除却（ＯＶＲ）,電話番号（ＯＶＥＲ）,実態課税,送所同
一,送使同一,所使同一,低燃費,道外転出後非課税等,未課税,納期限,返戻サイン,月数,調定年月日,調定区分,本税額,予備,納発・公送,
納・公サイン,納・公年月日,車検有効年月日,コード情報,非免コード,排ガス適合コード,事務所コード,分散事務所コード,市町村コード,定置
場コード,ディーラーコード,ディーラーコード（使用者）,大口コード,リースコード,義務者区分,所有の形態,用途コード,産業コード,型式指定
番号,類別区分番号,改造前類別区分番号,形状コード,定員,排気量,積載量,車両重量,車両総重量１,車両総重量２,車両長さ,車両幅,車両
高さ,燃料コード,塗色コード,型式,原動機型式,車名,メーカー,初度登録年月,登録年月日,過年度調定額,現年度調定額,軽課,重課,税区分,
税表,税率,旧諸元車種,旧諸元形状コード,旧諸元定員,旧諸元排気量,旧諸元積載量
＜課税情報（共通）＞
登録番号,課税年度,枝番,マスタ区分,レコード種別
＜課税情報（課税メモ）＞
課税メモ,表示用メモ１,表示用メモ２
＜課税情報（電話番号）＞
電話番号,加入者区分,番号
＜課税情報（免除・保留・除却）＞
非免区分コード,免除詳細コード,手帳区分,障害区分,等級区分,運転区分,免除理由,決定年月日,適用年月日,課税除却,決定年月日,適用
年月日,課税保留,保留年度,決定年月日,適用年月日,現況確認書不作成ＢＩＴ
＜課税情報（所有者・使用者）＞
所有者住所手書（カナ）,所有者氏名手書（カナ）,所有者住所手書（漢字）,所有者氏名手書（漢字）,使用者住所手書（カナ）,使用者氏名
手書（カナ）,使用者住所手書（漢字）,使用者氏名手書（漢字）,所有者住所コード,丁目,番地,号,棟,室,例外コード,例外表示,組織コード,組
織表示,カナ氏名,漢字氏名,使用者住所コード,丁目,番地,号,棟,室,例外コード,例外表示,組織コード,組織表示,カナ氏名,漢字氏名
＜課税情報（勤務先）＞
勤務先情報,勤務先名称,勤務先電話番号

【自動車取得税】記録項目：125項目
＜取得税マスタ＞
登録番号,自軽区分,課税年度,登録年月日,枝番,車台番号,初度登録年月,異動履歴番号,調定履歴番号,最終調定通番,自営区分,課税標
準基準額,残価率,率コード,表区分,非免コード,課税標準額,正当税額,過・不加算金科目コード,過・不加算金,重加算金科目コード,重加算
金,異動コード,申告区分,種別,型式指定番号,類別区分番号,改造前類別区分番号,定員,積載量,排気量,型式,車名,控除区分,業務種別
コード,義務者枝番,申告期限変更フラグ,分配突合済,抹消済,道外転出済,返還済,削除済,ＪＣ０８燃費判定,電話番号,低燃費車区分,低燃
費車特例,時限的軽減措置,車両総重量,ならしエラー,使用不可,燃費基準＋１５％達成車,燃費基準＋２５％達成車,プラグインハイブリッ
ド車,平成２７年度燃費基準達成車,型式指定車,所有権留保解除,所有者がコードである,登録抹消の回復,燃費基準＋１０％達成車,燃費
基準＋２０％達成車,ならし済,１７／２２燃費基準達成車,型式車から一般車,ハイブリッド車,その他（所有者住所）,その他（使用者住所）,
その他（使用の本拠）,その他（車名）,希望番号払い出し,燃費基準＋５％達成車,使用者がコードである,輸出予定,ＯＳＳ申請表示,分配区
分,減免通知書出力済,１０．１５燃費,ＪＣ０８燃費,バリアフリー・ＡＳＶ
＜取得税調定履歴＞
税目,登録番号,自軽区分,課税元年度,登録年月日,枝番,調定履歴番号,事務所コード,調定通番,調定区分,課税年度,入力区分,調定年月,
調定年月日,非免コード,課税標準額,課税標準差額,率コード,表区分,正当税額,既納額,差引税額,過・不加算金科目コード,過・不加算金
コード,過・不加算金,重加算金科目コード,重加算金コード,重加算金,処理年月日,申告年月日,申告期限,納期限,更正請求日,通知書発付
日,第一収納日,決定年月日,取消対象入力区分,取消対象調定区分,取消対象調定通番,加算金決定対象入力区分,加算金決定対象調
定区分,加算金決定対象調定通番,返戻サイン,取消済,控除区分,電算処理区分,時限的軽減措置
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８－２．ファイル記録項目８（２）

【自動車税環境性能割】記録項目：164項目
＜調定履歴＞
登録番号,課税元年度,枝番,調定履歴回数,処理コード,調定通番,入力区分,調定区分,課税年度,調定年月,調定年月日,決定年月日,適用
年月日,発付年月日,納期限,税区分,非免コード,月数,本税（正当額）,本税差額,返戻サイン,取消・誤賦課情報,対象入力区分,対象調定区
分,対象調定通番,減額調定内訳（決算後減額）,削除区分
＜環境性能割種別割マスタ＞
登録番号,自軽区分,課税年度,登録番号,枝番,電算処理区分,親中区分,車台番号,初度登録,自営区分,処理コード,車検有効年月日,申告
区分,型式指定番号,類別区分番号,改造前類別区分番号,形状コード,定員,排気量,積載量,車両,重量,車両総重量１,車両総重量２,車両長
さ,車両幅,車両高さ,燃料コード,塗色コード,型式コード,型式,原動機型式,車名,メーカー,排ガス適合コード,軽課コード,重課コード,課税区分
（種別割）,課税区分（環境性能割）,用途区分,種別,取得前用途,年数,燃料,変速装置,構造,分配突合済BIT,削除済BIT,OSSBIT,種別割抹
消BIT,種別割課税除却BIT,種別割課税保留BIT,電話番号,所有の形態,義務者区分,定置場コード,業務種別コード,申告期限変更フラグ,
分配区分,調定履歴回数,調定通番回数,納期限,月数,調定年月日,調定区分,本税額,納公サイン,納公年月日,非免コード,税区分,異動履
歴番号,調定履歴番号,最終調定通番,課税標準額基準額,残価率,率コード,バリアフリーASV特例,課税標準額,正当税額,過・不加算金,重
課算金,JC08燃料,WLTC区分,バリアフリーASV区分,EVSC区分,LDWS区分,減免通知書出力済,BSIS区分,R12燃費区分,AEBS区分,JC08
燃料(R4）,WLTC区分(R4),JH25区分
＜環境性能割調定履歴＞
税目,登録番号,自軽区分,課税元年度,登録年月日,枝番,調定履歴番号,事務所コード,調定通番,調定区分,課税年度,入力区分,調定年月,
調定年月日,非免コード,課税標準額,課税標準差額,率コード,表区分,正当税額,既納額,差引税額,過・不加算金科目コード,過・不加算金
コード,過・不加算金,重加算金科目コード,重加算金コード,重加算金,処理年月日,申告年月日,申告期限,納期限,更正請求日,通知書発付
日,第一収納日,決定年月日,取消対象入力区分,取消対象調定区分,取消対象調定通番,加算金決定対象入力区分,加算金決定対象調
定区分,加算金決定対象調定通番,返戻サイン,取消済,控除区分,電算処理区分,時限的軽減措置
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９．ファイル記録項目９

【徴収（自動車税）】記録項目：239項目
＜徴収原簿（調定・減額）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度期別,調定通番,管理番号,課税年度,会計年度,更新年月日,決算事務所,分散事務所,調定区分,調定年月,
調定年月日,今回調定額本税,今回調定額過少申告加算金,今回調定額不申告加算金,今回調定額重加算金,延滞金仮調定額,延滞金減
免額累計,納通返戻区分,通知書発行年月日,申告年月日,申告期限,申告区分,法定納期限,納期限,督促返戻区分,督促状発付年月日,減
額・更正区分,減額・更正年月日,減免等事由,処理コード・課税元年度,取消,延滞金計算停止,延滞金再計算禁止,未調定収入,督促引き
抜き,滞納票出力,メモ,延滞金減免入力有,返戻催告１,返戻催告２,返戻催告３,返戻催告４,返戻催告５,延滞金保留,延滞金保留解除,最終
収入レコード管理№,過誤納処理サイン,取消先管理№,電算前入力区分,税目コード２
＜徴収原簿（収入）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度期別,調定通番,管理番号,収入日,第一収納日,収入事務所コード,取消年月日,会計年度,収入種別,本税,過
少申告加算金,不申告加算金,重加算金,延滞金,口振金融機関コード,納税者区分,ＯＣＲ通番,過誤納収入管理№,過誤納処理サイン,収入
履歴№,取消済,委任状還付,口振申出還付,電算前入力区分,共通納税収納方法
＜徴収情報（共通）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度期別,調定通番,管理番号,レコード種別
＜徴収情報（納税義務者）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度期別,調定通番,管理番号,レコード種別,勤務先名,勤務先電話番号,納税義務者電話情報,電話加入者区
分,義務者電話番号,納税者区分,発行禁止,徴収担当者
＜徴収情報（メモ情報）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度期別,調定通番,管理番号,種別,番号,レコード種別,徴収メモ
＜徴収情報（滞繰・引受）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度期別,調定通番,管理番号,レコード種別,滞繰本税,滞繰延滞金,滞繰過少申告加算金,滞繰不申告加算金,
滞繰重加算金,引受本税,引受延滞金,引受過少申告加算金,引受不申告加算金,引受重加算金,不納欠損始期,不納欠損累計額
＜徴収情報（還付・充当）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度期別,調定通番,管理番号,レコード種別,充当先税目コード,充当先徴収原簿番号,還付済額本税,還付済額
延滞金,還付済額過少申告加算金,還付済額不申告加算金,還付済額重加算金
＜措置情報（差押）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度・期別,措置年月日,管理番号,レコード種別,調定通番,措置コード,課税年度,会計年度,財産区分,差押解除
区分,差押解除年月日,納期限,督促状発付日,本税,延滞金,過・不区分,過少・不申告加算金,重加算金
＜措置情報（不納欠損・滞納処分停止）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度・期別,措置年月日,管理番号,レコード種別,調定通番,措置コード,課税年度,会計年度,取消年月日,納期限,
督促状発付日,本税,延滞金,過・不区分,過少・不申告加算金,重加算金,処分理由コード,滞納処分停止決定年度,滞納処分停止年月日,滞
納処分停止管理番号,収入管理番号
＜措置情報（猶予情報）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度・期別,措置年月日,管理番号,レコード種別,調定通番,措置コード,課税年度,会計年度,猶予期間（ＦＲＯＭ）,
猶予期間（ＴＯ）,申請年月日,取消年月日,納期限,督促状発付日,本税,延滞金,過・不区分,過少・不申告加算金,重加算金,時効停止該当
区分,電子申告区分
＜措置情報（各種情報）＞
税目コード,徴収原簿番号,年度・期別,措置年月日,管理番号,レコード種別,調定通番,措置コード,課税年度,会計年度,嘱託先府県,取消年
月日,納期限,督促状発付日,本税,延滞金,過・不区分,過少・不申告加算金,重加算金
＜口座管理＞
税目コード,徴収原簿番号,年度・期別,口座用途,金融機関コード,口座種別,口座番号,口座名義人（カナ）,組織コード,組織コード表示区分,
口座名義人（漢字）,口座振替開始年月日,口座振替終了年月日,還付口座区分,営農区分
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10.ファイル記録項目10

【滞納管理】記録項目：732項目
＜あて名情報＞
陸運ＣＤ,あて名ＮＯ,市町村ＣＤ,郵便番号,漢字住所,カナ氏名,カナ氏名詰,漢字氏名,漢字氏名詰,組織ＣＤ,組織表示,住所ＣＤ,丁目,番地,
号,棟,室,例外ＣＤ,例外表示,方書,生年月日,方書補記,漢字氏名補記
＜基本項目情報＞
陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,税目ＣＤ,登録番号,元年度,枝番,あて名ＮＯ,名寄番号,担当者ＣＤ,車検日,車台,車名,初度,状態表示１,状態表示２,
適用日１,適用日２,滞納表示Ｎ,滞納表示Ｍ,状態表示Ｓ,状態表示Ｔ,状態表示Ｗ,状態表示Ｊ,状態表示Ｎ,状態表示Ｈ,状態表示Ｋ,状態表
示Ｆ,状態表示Ｉ,状態表示Ｇ,状態表示Ｐ,状態表示Ｒ,発行禁止
＜調定基本情報＞
陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,税目ＣＤ,登録番号,元年度,枝番,区分,通番,期割,課税年度,調定区分,調定区分名称,調定日,通知書発付日,通知書
返戻区分,通知書返戻区分名称,期内申告区分,再計算禁止,法定納期限,申告期限,納期限,延滞金減免額計,督促発付日１,督促返戻区
分１,督促返戻区分１名称,督促発付日２,督促返戻区分２,督促返戻区分２名称,催告区分１,催告区分１名称,催告年月日１,催告区分２,催
告区分２名称,催告年月日２,催告区分３,催告区分３名称,催告年月日３,催告区分４,催告区分４名称,催告年月日４,催告区分５,催告区分
５名称,催告年月日５,更正決定日,申告日,確定申告日,法定延長納期限,事業年度終期,重加対象税額,調定履歴情報,調定額本税,調定額
延滞金,調定額過少申告,調定額不申告,調定額重加算,収入履歴情報,収入額本税,収入額延滞金,収入額過少申告,収入額不申告,収入
額重加算,最終納付日,最終収入額本税,最終収入額延滞金,電話加入権フラグ,措置ビット,処理区分,最終折衝,延滞金保留区分,不履行
ビット
＜調定履歴情報＞
陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,税目ＣＤ,登録番号,元年度,枝番,区分,通番,期割,調定日,管理番号,調定基本情報,課税支庁ＣＤ,課税年度,調定区
分,調定区分名称,区分１,区分２,調定区分名称２,申告日適用日,更正請求日,決定日,国の通知日,減額申請日,減免等事由,処理ＣＤ,今回
調定額,本税,延滞金,過少申告,不申告,重加算,取消サイン
＜収入履歴情報＞
陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,税目ＣＤ,登録番号,元年度,枝番,区分,通番,期割,第一収納日,管理番号,収入支庁ＣＤ,会計年度,収入種別,収入種
別具体名,収入日,今回収入額,本税,延滞金,過少申告,不申告,重加算,取消サイン
＜措置履歴情報＞
陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,税目ＣＤ,登録番号,元年度,枝番,区分,通番,期割,措置年月日,管理番号,措置区分,措置具体名,決定年度,理由ＣＤ,
始期,終期,猶予区分,処分停止区分,不納欠損区分,取消解除日,申請日,財産区分,財産区分具体名,嘱託府県,措置の額,本税,延滞金
＜名寄情報＞
徴収支庁ＣＤ,名寄番号,付属ＣＤ,世帯ＣＤ,送付先郵便番号,送付先漢字住所,送付先漢字氏名,カナ氏名,組織コード,組織表示,生年月日,
市町村ＣＤ,勤務先郵便番号,勤務先区分,調査日,賃金支給日,勤務先漢字住所,勤務先名,勤務先電話番号,財産情報,口座不明区分,口
座調査日,銀行名１,預貯金種別１,口座番号１,口座調査日１,銀行名２,預貯金種別２,口座番号２,口座調査日２,銀行名３,預貯金種別３,口
座番号３,口座調査日３,口座メモ,不動産区分,不動産筆戸数,不動産調査日,不動産所在メモ,その他財産区分,その他の財産,徴収メモ,電
話番号１,加入者区分１,調査日１,電話番号２,加入者区分２,調査日２,電話番号３,加入者区分３,調査日３,電話番号４,加入者区分４,調査
日４,電話番号５,加入者区分５,調査日５,調定額本税,調定額延滞金,収入額本税,収入額延滞金
＜処理経過情報＞
徴収支庁ＣＤ,名寄番号,処理日,処理時分秒,処理内容,納付期限,処理区分,処理内容,扱い者,本税未納額,延滞金未納額,取扱支庁ＣＤ
＜名寄番号採番＞
税目ＣＤ,陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,番号
＜納税誓約情報＞
陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,税目ＣＤ,登録番号,元年度,枝番,区分,通番,期割,分割回数,納付期限,本税,延滞金
＜預金差押ワーク＞
徴収支庁ＣＤ,差押番号,差押年月日,名寄番号,金融機関ＣＤ,店舗ＣＤ,付加ＣＤ,口座種別,口座番号,差押解除年月日
＜預金情報更新ログ＞
採番,差押番号,差押年月日,名寄番号,金融機関ＣＤ,店舗ＣＤ,付加ＣＤ,口座種別,口座番号,差押解除年月日,エラーステップ,差押・入力件
数,差押・正常件数,差押・異常件数,解除・入力件数,解除・正常件数,解除・異常件数,削除・入力件数,削除・正常件数,削除・異常件数
＜採番情報＞
管理コード,採番
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

11．ファイル記録項目11

＜処理管理情報＞
採番,陸運ＣＤ,あて名処理フラグ,入力件数,正常件数,ＮＧ件数,日付,時刻,基本項目処理フラグ,入力件数,正常件数,ＮＧ件数,日付,時刻,
調定基本処理フラグ,入力件数,正常件数,ＮＧ件数,日付,時刻,調定履歴処理フラグ,入力件数,正常件数,ＮＧ件数,日付,時刻,収入履歴処
理フラグ,入力件数,正常件数,ＮＧ件数,日付,時刻,措置履歴処理フラグ,入力件数,正常件数,ＮＧ件数,日付,時刻,納税誓約処理フラグ,入
力件数,正常件数,ＮＧ件数,日付,時刻,催告処理フラグ,入力件数,正常件数,ＮＧ件数,日付,時刻,引継処理フラグ,入力件数,正常件数,ＮＧ
件数,日付,時刻
＜市町村情報＞
市町村ＣＤ,市町村名,管轄支庁ＣＤ
＜引継管理情報＞
陸運ＣＤ,引継管理ＣＤ
＜同報メッセージ＞
支庁ＣＤ,メッセージ
＜排他情報＞
支庁ＣＤ,排他フラグ,支庁名
＜排他２情報＞
支庁ＣＤ,排他フラグ,支庁名
＜端末管理情報＞
端末名称,パスワード
＜名寄情報引継ログ＞
新徴収支庁ＣＤ,新名寄番号,徴収支庁ＣＤ,名寄番号,引継管理ＣＤ,有効フラグ,引継元情報,付属ＣＤ,世帯ＣＤ,送付先郵便番号,送付先漢
字住所,送付先漢字氏名,カナ氏名,組織コード,組織表示,生年月日,市町村ＣＤ,勤務先郵便番号,勤務先区分,調査日,賃金支給日,勤務先
漢字住所,勤務先名,勤務先電話番号,財産情報,口座不明区分,口座調査日,銀行名１,預貯金種別１,口座番号１,口座調査日１,銀行名２,
預貯金種別２,口座番号２,口座調査日２,銀行名３,預貯金種別３,口座番号３,口座調査日３,口座メモ,不動産区分,不動産筆戸数,不動産
調査日,不動産所在メモ,その他財産区分,その他の財産,徴収メモ,電話番号１,加入者区分１,調査日１,電話番号２,加入者区分２,調査日２,
電話番号３,加入者区分３,調査日３,電話番号４,加入者区分４,調査日４,電話番号５,加入者区分５,調査日５,調定額本税,調定額延滞金,収
入額本税,収入額延滞金,登録日付,登録時分秒,更新日付,更新時分秒,引継処理日,引継処理時刻
＜処理経過引継ログ＞
新徴収支庁ＣＤ,新名寄番号,徴収支庁ＣＤ,名寄番号,引継管理ＣＤ,有効フラグ,処理日,処理時分秒,引継元情報,納付期限,処理区分,処理
内容,扱い者,本税未納額,延滞金未納額,登録日付,登録時分秒,更新日付,更新時分秒,取扱支庁ＣＤ,引継処理日,引継処理時刻
＜口座情報引継ログ＞
新徴収支庁ＣＤ,新名寄番号,徴収支庁ＣＤ,名寄番号,引継管理ＣＤ,有効フラグ,金融機関ＣＤ,店舗ＣＤ,付加ＣＤ,口座種別,口座番号,預貯
金残高,調査回答日,差押区分,口座メモ,処理フラグ,削除フラグ,登録年月日,登録時分秒,更新年月日,更新時分秒,引継処理年月日,引継
処理時分秒,最終取引日,金融機関届出住所ＣＤ,金融機関届出住所,口座情報無しフラグ,一括調査フラグ,差押番号,差押年月日,差押解
除年月日,金融機関届出カナ氏名,照会時カナ氏名,照会時生年月日,照会時住所ＣＤ
＜納付書パラメータ＞
陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,徴収支庁名,地区,郵便振替口座,店舗名,取りまとめ局,取りまとめ局〒,出納員,支庁長名,取扱庁
＜更新ログ＞
Ｎｏ,更新日時,端末ＩＤ,パスワード,プログラム名,ＴＢＬ名,区分,更新ＫＥＹ,更新後情報,更新前情報
＜パスワード管理＞
徴収支庁ＣＤ,課ＣＤ,係ＣＤ,パスワード,更新年月日,カナ氏名
＜金融機関マスタ＞
金融機関ＣＤ,店舗ＣＤ,付加ＣＤ,カナ金融機関名,漢字金融機関名,金融機関名略称,カナ店舗名,漢字店舗名,店舗名略称,郵便番号（親）,
郵便番号（子）,予備１,所在地,方書,電話番号,還付口座,隔地払いフラグ,予備２
＜金融機関取込ログ＞
項番,カテゴリ,管理区分,キー,エラーステップ,エラーＣＤ,更新年月日,更新時分秒,入力件数,正常件数,エラー件数
＜口座情報＞
項番,徴収支庁ＣＤ,名寄番号,金融機関ＣＤ,店舗ＣＤ,付加ＣＤ,口座種別,口座番号,預貯金残高,調査回答日,差押区分,口座メモ,処理フラ
グ,削除フラグ,登録年月日,登録時分秒,更新年月日,更新時分秒,最終取引日,金融機関届出住所ＣＤ,金融機関届出住所,口座情報無し
フラグ,一括調査フラグ,差押番号,差押年月日,差押解除年月日,金融機関届出カナ氏名,照会時カナ氏名,照会時生年月日,照会時住所Ｃ
Ｄ
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

12．ファイル記録項目12

＜口座情報パンチエラー＞
項番,徴収支庁ＣＤ,名寄番号,金融機関ＣＤ,店舗ＣＤ,付加ＣＤ,口座種別,口座番号,預貯金残高,調査回答日,差押区分,口座メモ,処理フラ
グ,削除フラグ
＜金融機関回答ＷＫ＞
連番,支庁ＣＤ,名寄番号,金融機関ＣＤ,店舗ＣＤ,口座種別,口座番号,調査回答日,カナ氏名（代表あて名）,漢字氏名（代表あて名）,漢字住
所（代表あて名）,カナ氏名（義務者）,生年月日（義務者）,住所ＣＤ,住所カナ具体名,借越区分,預金（貸付）残高,最終取引日,金融機関届
出住所ＣＤ,金融機関届出住所,回答データ作成日,口座情報無しフラグ,エラーコード
＜調査金融機関情報＞
金融機関ＣＤ,金融機関カナ,金融機関漢字,削除フラグ
＜抽出管理＞
抽出番号,陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,抽出種類,抽出処理フラグ,ファイル配信フラグ,ＲＣＶ件数,ＫＺＲＣＶ件数,ファイル名,抽出開始日付,抽出
開始時分秒,抽出終了日付,抽出終了時分秒,処理管理採番,ＤＬ回数,エラーＳＴＥＰ,エラー情報,削除フラグ
＜利用ログ＞
支庁ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,年月,メニュー,プログラムＩＤ,区分,パスワード,カウント
＜封筒番号取込ログ＞
項番,徴収支庁ＣＤ,カテゴリ,管理区分,キー,エラーステップ,エラーＣＤ,更新年月日,更新時分秒,入力件数,正常件数,エラー件数
＜処理区分マスタ＞
処理区分コード,処理区分具体名,更新者端末名,予備
＜勤務先区分マスタ＞
勤務先区分コード,勤務先区分具体名,更新者端末名,予備
＜除外情報＞
陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,除外区分,名寄番号,キー情報
＜注意表示情報＞
陸運ＣＤ,徴収支庁ＣＤ,税目ＣＤ,登録番号,元年度,枝番,注意表示１ＣＤ,注意表示１具体名,注意表示２ＣＤ,注意表示２具体名
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 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・本人から個人番号の提供を求める場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第１項、番号法施行規則第１条等の規定に基づき、個人番号カー
ド、運転免許証又は旅券等の書類で確認するなどの方法により行う。
・代理人から個人番号の提供を求める場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第２項、番号法施行規則第１条等の規定に基づき代理人の個人
番号カード、運転免許証又は旅券等により身元確認を行う。代理人が税理士である場合においては、番
号法施行規則第９条第２項等の規定に基づき、税理代理権限証書と税理士名簿に記録されている事項
等を確認するなどの方法により行う。
・国税庁等他の機関から入手する場合
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており、北海道が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・本人から個人番号の提供を求める場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第１項の規定に基づき、個人番号カード、通知カード又は住民票
の写し、住民票記載事項証明書等で確認するなどの方法により行う。
・代理人から個人番号の提供を求める場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第２項、番号法施行規則第８条の規定に基づき、本人の個人番号
カード、通知カード、住民票の写し、住民票記載事項証明書又はこれらの写しによって行う。
・国税庁、庁内他部署等の他の機関から入手する場合の真正性の確認については、特定個人情報の入
手元に委ねられる。

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・納税者等が地方税法等の規定に基づき、申告書等を提出する場合、法令等により手続に必要な事項
を規定した様式をホームページ等により公表し、それ以外の様式での入手は行わないとともに、本人に
対し、特定個人情報の記載が必要であると理解できるように事前に周知・説明を行う。
・申請以外の入手については、規程等で予め定め、それ以外の方法での入手を禁止する。
・国税庁等他の機関からの情報提供については、番号法及び条例で定められた以外の入手は行わな
い。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・納税者等が地方税法等の規定に基づき、申告書等を提出する場合、法令等により手続に必要な事項
を規定した様式を用いることで、不必要な情報の入手の防止する。
・eLTAXでは、上記記載のとおり、国税庁が北海道を送信先と設定することにより、対象者以外の情報が
入手できないようシステムで制御するとともに、法令等により定められた様式を用いることで、必要な情
報以外を入手できないようシステムで制御している。
・庁内連携では、番号法で定められた項目以外の情報は提供されないシステムとし、また文書で提供を
求める場合は、予め様式等で提供を求めることが出来る項目を限定して防止する。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・本人等から提出される申告書は、地方税法、条例、規則等により定め、税務に係る手続きに関係の無
い個人の情報は記載されないようにしている。
・代理人の個人情報については、代理権及び身元確認に留め、道税総合情報処理システムに記録しな
いとともに、他の税務事務に利用しない。
・eLTAXからデータを入手する際は、国税庁が北海道を送信先と設定した対象者以外の情報が入手でき
ないようシステムで制御している。
・他の機関からの入手については、地方税の適正な課税を行うため、地方税法、条例の規定に基づき、
他の機関より必要な情報の提供を受ける旨の規定がなされており、法令で定める場合以外の入手を行
わない。
・庁内連携による入手は、個人番号、カナ氏名及び生年月日の照合により対象者以外の照会を拒否す
るようシステムで制御されている。

 １．特定個人情報ファイル名

道税総合情報処理システムデータベースファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・納税者等から直接提出を受けられるよう各総合振興局等に窓口を設置しているほか、郵送等による提
出の際に必要な各総合振興局等の所管区域、所在地、連絡先等をホームページに明記することで、誤
送を防止する。
・受理した申請書等については、委託先への提供を除き執務室外への持ち出しを制限するほか、予め定
められた場所に保管し、保管場所を施錠管理することで漏えい・紛失を防止する。
・国税庁からeLTAXを通じて入手する際は、専用回線を利用するとともに、暗号化通信を行っている。
・文書で提供を求める場合は、封印の処置を施すとともに、提供元にも同様の措置を求める。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

－

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・地方税法等に基づき提出された申告書等については、提出されたものをそのまま原本として保管す
る。
・賦課徴収に係る調査等において、誤りが判明した場合には是正を求めるなどの対応を行っている。
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 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 その他の措置の内容
端末PCについては、画面の盗み見・不正利用対策として、離席時のパスワード付きスクリーンセーバー・
ログオフが設定されている。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている

2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 具体的な管理方法

①ユーザIDの発効管理
・部署及び業務別にアクセス権限を管理している。
・業務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいかを確認し、業務に必要なアクセス権限の
みを付与している。
②失効管理
・権限を有していた職員の異動退職情報を情報システム管理者が確認し、異動退職があった際はアクセ
ス権限を更新し、当該ユーザIDを失効させる。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

・特定個人情報等システムデータの更新記録は７年間保管する。
・システムへのログイン記録、個人を特定した検索及び特定後の操作ログの記録を行う。操作者は個人
まで特定でき、ログ記録は１年間保管する。また記録は月１回情報システム管理者等が監視を行い、不
正アクセスがないことを確認する。
・道税情報連携ＩＦシステムによる庁内他部署への特定個人情報の照会について、ログ（ユーザＩＤ、照会
先、照会対象者、照会日時）を７年間保存する。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞]

 具体的な管理方法

・個人パスワードは、管理者が初期パスワードを付与し、その後、ユーザが任意のパスワードに変更す
る。パスワードの有効期限を30日とし、期限の過ぎたパスワードは自動的に失効する。
・アクセス権を情報システム管理者が定期的に確認し、異動退職があった際はアクセス権限を更新し、
当該ユーザIDを失効させる。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

・道税総合情報処理システム及び道税情報連携ＩＦシステムの端末のコンピュータ名などからファイア
ウォールによるアクセス制限を行っており、各システムにアクセスする場合には個人パスワードとユーザI
Ｄを必要とする。
・道税総合情報処理システム及び情報連携ＩＦシステムにアクセスする必要がある職員、委託先の職員
を特定し、個人パスワード及びユーザIDを付与する。
・個人パスワードは、ユーザにより30日に１回以上の変更を行う。
・道税総合情報処理システムへのアクセスはユーザIDによるログ情報を保管する。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

・情報連携ＩＦシステムにおいて、照会を行うことができる事務を限定し、事務に従事しない者の照会が出
来ないように制御する。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

・道税総合情報処理システムには、税務に関係のない情報を保有しない。
・中間サーバーへの情報連携は、番号法で定められた目的以外の情報照会は拒否するよう制御されて
いる。
・道税情報連携ＩＦシステムから既存システムへの庁内連携は、番号法で定められた目的以外の情報が
提供されないように制御する。
・道税総合情報処理システム及び情報連携ＩＦシステムの利用については、端末PCをICカードとパスワー
ドによる認証を行い、利用者を限定しており、端末の情報を持ち出せないようにしている。
・端末PCのパスワードは８桁以上の大小英数字及び記号によるものとし、月に１回、管理者によって変
更する。

 その他の措置の内容 ・特になし

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]
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 リスクに対する措置の内容
・端末PCについて、ICカード認証によりセキュリティ対策を行っており、端末データの複製を持ち出せな
いようにしている。
・バックアップ処理の実行権限を持つ者を限定している。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

－

 リスクに対する措置の内容
業務外利用の禁止等を規程で明示するとともに、業務情報の漏えい等について、定期的にセキュリティ
対策に関する文書により通知している。また、研修時にも指導している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク
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 規定の内容

・個人情報の秘密の保持
・個人情報の収集の制限
・個人情報の目的外利用及び提供の禁止
・個人情報の適正管理
・個人情報の複写又は複製の禁止
・再委託の禁止
・事故発生時における報告

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 再委託していない

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

委託契約上、以下の措置をとる旨、規定している。
・委託先はこの契約による義務を処理するために提供を受け、又は、自ら作成し、若しくは取得した個人
情報が記録された資料等については、北海道に返還するもの、別に指示するものを除き、確実に廃棄し
なければならない。
・北海道は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適
正な履行を求めることができる。
・北海道は、委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められる時など、委託契約を解除する
ことができ、損害賠償を請求することができる。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている]

4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託契約上、以下の措置をとる旨、規定している。
・委託先は北海道の指示又は承諾があるときを除き、特定個人情報の目的外利用及び第三者に提供し
てはならない。また、委託先は北海道の承諾があるときを除き、特定個人情報の複写、複製、又はこれ
らに類する行為をすることができないこととしている。
・北海道は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適
正な履行を求めることができる。
・北海道は、委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められる時など、委託契約を解除する
ことができ、損害賠償を請求することができる。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託契約上、以下の措置をとる旨、規定している。
・委託先に特定個人情報等を提供する際、所定の授受簿を取り交わし、北海道と委託先の責任者の押
印を行う。当該記録は３年間保存することとする。
・北海道は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適
正な履行を求めることができる。
・北海道は、委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められる場合は、委託契約を解除する
ことができ、損害賠償を請求することができる。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

 具体的な制限方法
・委託契約書において、個人情報取扱特記事項を明記している。
・ユーザID及び個人パスワードによるユーザ認証を行っている。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法
委託先における特定個人情報等システムの利用履歴について、ユーザIDによる操作日時、画面名称、
操作内容、データベースへのアクセス記録等のログを７年間保管する。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

外部委託業者を選定する際、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（以下「ガイドライン」と
いう。）に規定する個人情報適正管理体制等を確認する。
・個人情報の管理的保護措置（個人情報取扱規程、体制の整備、従業員に対する研修制度）
・個人情報の物理的保護措置（人的安全管理、施設及び設備の整備、データ管理、バックアップ等）
・個人情報の技術的保護措置（アクセス制御、アクセス監視や記録等）

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]
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 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

－

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 具体的な方法 －

 その他の措置の内容 特定個人情報の保管、廃棄の取扱いは道と同程度のものとする。
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 具体的な方法

] 提供・移転しない

[

○[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜道税総合情報処理システムの運用における措置＞
・入手した特定個人情報について、道税総合情報処理システム内の情報と突合を行い、真正性及び正
確性確認を行う。また、別途、届出又は申告時には、その都度、届出などの内容と突合を行い、特定個
人情報の正確性確認を行う。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネッ
トワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人
情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜道税総合情報処理システム及び情報連携ＩＦシステムにおける措置＞
・インターネット回線と分離した専用のネットワーク回線を利用することにより、安全性を確保している。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担
保されている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜道税総合情報処理システムの運用における措置＞
・番号法の規定に基づき、認められる範囲内かつ必要最小限度において特定個人情報の照会を行う。
また、理解度を高めるため、規定内容の周知を行い、業務以外に利用することを禁止する。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、
情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つま
り、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティ
リスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切
なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワークを使用した特定の個人情報の提供に係る情報照会
者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用するも
の。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

○ ] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜道税総合情報処理システム及び情報連携ＩＦシステムにおける措置＞
・インターネット回線と分離した専用のネットワーク回線を利用することにより、安全性を確保している。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め、漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する
特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。
そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対応
している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害
対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

2） 十分である
＜選択肢＞

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群

]

]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

3） 十分に行っていない

 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

＜道における措置＞
①道税総合情報処理システム及び道税情報連携ＩＦシステムを利用する際にはユーザID及び個人パス
ワード入力する他、パソコン利用時にはICカード及び端末パスワードによる認証を必要としている。ま
た、利用するパソコンは、ICカード認証の設定により外部デバイス制御を行い、外部入力装置への出力
を無効化している。
②道税総合情報処理システム及び道税情報連携ＩＦシステムのウィルス対策ソフト等の最新のパターン
ファイルは、各システムとは分離されているPCから入手したものを外部記録媒体によって当該システム
のサーバーにインストールする。各端末PCにはスケジュール設定によりサーバーから自動でパターン
ファイルが配信される。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行う
とともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

十分に行っている

特に力を入れて行っている

特に力を入れて行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

＜道における措置＞
①サーバ機器等ラックは施錠管理されており、監視カメラ＋非接触型ICカード認証（インターロック機能
付き）＋顔認証による入退室管理を行い、限られた者のみ入退室できる。
②２系統受電設備、無停電電源装置、自家発電装置により、停電時も途切れることなく電力供給を続け
られる。
③耐震/免震構造ビルによる地震対策、ハロン/新ガス/二酸化炭素消火器などの消火設備、漏水セン
サー/漏水防御壁などの防水対策を施しており、24時間365日 有人監視・運用を行なっている。
④磁気ディスク等を廃棄するときは、職員による物理的破壊を行うか、廃棄を委託する場合は、庁舎内
において専用ソフトによるデータ消去を行った上で、委託業者に機器を引き渡し、職員立ち会いの上で
物理的破壊を行う。
⑤紙媒体の保管はキャビネット、書棚、書庫等で施錠管理する。
⑥紙媒体の廃棄は、裁断溶解等の復元不可能な処分を行う。
⑦紙媒体の廃棄を委託する場合は、梱包等により外部から特定個人情報が目に触れない措置を施す。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及
び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの
混在によるリスクを回避する。
②事前に申請し承認されていない物品、記憶媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することが
ないよう、警備員などにより確認している。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

特に力を入れて行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない
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 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
死者の個人番号と生存する個人の個人番号とを分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 その内容

出張用務のため、JR駅ホームにて列車待ちをしていた際、出張用務先の医療機関の入院患者に係る個
人情報が含まれた書類を誤って落とし、強風で飛散した。飛散した文書は８枚であり、うち５枚に個人情
報が含まれていた。同日、医療機関に連絡し謝罪。翌日には患者にも謝罪した。２枚（うち１枚に個人情
報が含まれている）を回収したが、残りは未回収。

 再発防止策の内容
出張の際、個人情報が含まれる文書を携行する必要がある場合は、可能な限り電子データとして持ち運
ぶこととし、暗号化やパスワード設定等の措置を講じた上で、適切に管理するよう関係職員等に徹底す
る。

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]
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 手順の内容
保管期間の過ぎた特定個人情報を、システムで確認のうえ消去。紙媒体は保管期間ごとに分けて保管
し、保管期間がすぎているものについて外部業者による裁断溶解処理等を行う。データか紙かを問わず
保管を行い、保管期間の過ぎたバックアップも消去する。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容 納税者情報は、随時、必要に応じて本人確認を行う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている

①サーバ、端末機器（パソコン）、外部記憶媒体等の特定個人情報が保存されている記録媒体の廃棄は物理的破壊によることとし、保
管転換又はリース返却等を行う場合においても、職員立ち会いのもと記憶装置の物理的破壊を行うこととしている。
②廃棄、保管転換又はリース返却時の対応を実施した場合は、情報セキュリティ管理者の承認を得たうえ、実施内容を記録に残してい
る。
③廃棄を業者に委託する場合は、職員立ち会いのもと記憶装置（媒体）の物理的破壊を行う。
④ICカードが不要となった場合は、認証システムからカード情報を削除するとともにICカードを物理的に破壊し、廃棄記録簿に記載す
る。

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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 具体的なチェック方法

 具体的な内容

＜北海道における措置＞
・評価書及びガイドラインを反映した事務規程等を作成し、事務規程等の運用ができているか、定期的
に担当部署内でチェックを実施する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的
に自己点検を実施することとしている。

＜eLTAXにおける措置＞
・「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全
性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準（平成25年総務省告示第206号）」の達成状況
について、自己評価を実施している。

＜北海道における措置＞
①特定個人情報を取り扱う部署に対し、以下の観点で本庁税務課による内部監査を年１回実施。
・事務規程等の遵守と運用実態のチェック
・個人情報保護に関する規定の遵守状況
・個人情報保護に関する人的安全管理措置の状況
・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育の実施状況
・個人情報保護に関する技術的安全管理措置状況
②監査の結果を踏まえ、体制や規程を改善していく。
③委託業者に対して、契約期間中に、個人情報の適正管理等に関する調査を実施している。
・調査内容は、北海道職員の監査に準じた内容とする。
・調査の結果、契約内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償を請求する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。

＜eLTAXにおける措置＞
・運営する地方税共同機構が、毎年度情報セキュリティ監査（外部監査）を受けている。

 従業者に対する教育・啓発
＜選択肢＞

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検
十分に行っている[ ＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的な方法

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

＜北海道における措置＞
①職員に対しては、定期的に特定個人情報保護に関する職場内研修を実施する。なお、eLTAXに関し
ては、情報システム担当者等を地方税共同機構が毎年実施しているセキュリティ研修会に参加させてい
る。
②受託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する特記事項を明記し、秘密保持契約を締結し
ている。
③違反行為を行った職員に対しては、その都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象とす
る。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施す
ることとしている。
②中間サーバー･プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラ
シの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実
現する。

3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策

十分に行っている
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 ②対応方法
・問い合わせ受付簿に、問い合わせに対する対応について記録を残す。
・情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせについては、速やかに関係先等に事実確認等の措
置を行う。

 ⑤法令による特別の手続 －

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

－

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先
北海道総務部財政局税務課管理係
060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目　道庁５階
011-231-4111　内線22-461

 個人情報ファイル名

自動車取得税電算処理事務、自動車税種別割電算処理事務、軽油引取税流通情報管理事務、道税収
納管理電算処理事務、鉱区税電算処理事務、個人事業税電算処理事務、不動産取得税電算処理事
務、免税軽油電算処理事務、法人二税電算処理事務、道民税利子割電算処理事務、自動車税環境性
能割電算処理事務、自動車税電算処理事務、法人二税課税事務、道民税利子割課税事務、道民税配
当割・道民税株式等譲渡所得割課税事務、鉱区税課税事務、個人事業税課税事務、不動産取得税課
税事務、免税証交付事務、自動車税・自動車取得税課税事務、自動車税種別割・自動車税環境性能割
課税事務、道税の収納管理事務、道税の徴収及び滞納処分事務、狩猟税課税事務

 公表場所
北海道総務部行政局文書課行政情報センター
〒060-8588　札幌市中央区北３条西７丁目　道庁別館３階
℡011-204-5038

 ④個人情報ファイル簿の公表 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 特記事項

 ③手数料等
[ 無料 ] ＜選択肢＞

1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法： 開示の方法を「写しの交付」を選択した場合は複写費用がかかる。 ）

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
北海道総務部行政局文書課行政情報センター
〒060-8588　札幌市中央区北３条西７丁目　道庁別館３階
℡011-204-5038

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。
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4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

　特定個人情報保護評価指針（平成26年特定個人情報保護委員会告示第４号）第10の１(2)の「審査の
観点」に基づき個別に内容を審査したところ、事務担当課では、特定個人情報ファイルの取扱いに伴う
特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減させるための措置を講
じているものと認められる。
　また、道民等の信頼の確保のため、特定個人情報ファイルの取扱いにおいて個人のプライバシー等の
権利利益の保護に取り組んでいることを自ら宣言し、どのような措置を講じているかを具体的に記載して
おり、特段の問題は認められないものと考えられる。

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

－
 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和7年4月22日（火）～令和7年5月21日（水）

北海道総務部財政局税務課、総務部行政局文書課行政情報センター、各総合振興局及び各振興局
（石狩振興局を除く）の行政情報コーナーでの閲覧、配付及び北海道のホームページに掲載し、郵送、
ファクシミリ、電子メールにより意見を募集した。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和7年4月3日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映

（部会審議） 令和7年7月16日　（全体会審議） 令和7年9月4日

北海道情報公開・個人情報保護審査会への諮問による第三者点検を実施した。

 ３．第三者点検

主な意見の内容は次のとおり。
○個人情報と認識せず氏名等を含むデータを複数の外部団体にメール送信した事案について、送付先
での破棄の確認、漏えいや２次被害はどうなのか。当該データを個人情報と認識しなかった点は不可
解。評価書の重要な変更に当たらないと判断したのはどのような経緯なのか。
○出張中に書類を強風で飛散させ、個人情報を含む文書の一部が未回収となった事案について、情報
漏えいや２次被害が十分に考えられる事件である。セキュリティ・リスク管理の認識不足だけでなく個人
情報を取り扱う根本的な問題ではないか。
○磁気ディスク、個人情報データの物理的破壊による消去について、業者に委託する際にも担当者が立
ち会うだけでなく完全粉砕廃棄（溶解）結果の責任確認書（データ）を作成し保管するべきである。
○個人番号で膨大な個人情報を管理し、紐付けて拡大利用することは、不正アクセスや漏えいのリスク
が高まり危険である。個人番号が正確に付番されているかも疑わしく、マイナ保険証では紐付け誤りな
どのトラブルも発生している。特定個人情報は行政事務の効率化になるのか疑わしく、「分野別」番号で
管理する方がヒューマンエラーのリスクは少ないと考える。「クラウドガバメント」「デジタル化」「ＤＸ」は本
当に行政事務の効率化なのか、非常に危惧する。

－
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

平成28年4月28日

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム2　②システムの機能

6.保有する既存業務システムの管理番号を情
報連携IFシステムに通知する機能。

6.保有する既存業務システムの管理番号を通
知する機能。

事後

平成28年4月28日

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム6　①システムの名称

情報連携IFシステム 道税情報連携IFシステム 事後
重要な変更に当たらない（誤
字修正）

平成28年4月28日

平成28年4月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑥委託先名

株式会社　HBA（平成26年度） 株式会社　HBA（平成28年度） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

平成28年4月28日

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム6　③他のシステムとの接
続

［〇］その他（身体障害者手帳発行システム、精
神障害者業務支援システム、生活保護電算処
理システム）

［〇］その他（身体障害者手帳発行システム、精
神障害者業務支援システム、生活保護電算処
理システム、中間サーバ）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

平成28年4月28日

Ⅰ基本情報　７．評価実施機
関における担当部署　②所属
長

税務課長　竹内　弘一 税務課長　宇部　敬吾 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム6　②システムの機能

・庁内の既存業務システムに対し、北海道庁宛
名連携サーバーから入手した管理番号を用い
て対応する特定個人情報を照会し、それを受領
する機能。

・北海道庁宛名連携サーバーから入手した宛
名番号又は管理番号を用いて、中間サーバ又
は庁内の既存業務システムに対し、対応する
特定個人情報を照会し、それを受領する機能。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

平成28年4月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　再発防止策の内容

③個人情報の適正管理について研修を行い、
再発防止に取り組むこととした。
　また、外部記録媒体の管理の徹底と職員に
対する指導について、文書通知を行った。

事後
重要な変更に当たらない（追
加修正）

平成28年4月28日

Ⅴ開示請求、問合せ　④個人
情報ファイル簿の公表　個人
情報ファイル名

道税の徴収及び滞納処分事務 事後
重要な変更に当たらない（追
加修正）

平成28年4月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　その内容

③H28.1.16に出先機関において開催された研
修会において、当該出先機関の職員が、約130
人分の個人情報が記載された文書と約160人
分の個人情報が保存されたUSBメモリーを紛失
した。

事後
重要な変更に当たらない（追
加修正）

平成29年5月25日

Ⅰ基本情報　４特定個人情報
ファイルを取扱う理由　②実現
が期待されるメリット

・身体障がい者等に係る自動車税課税免除申
請時における重複申請を把握することができ
る。

・身体障がい者等に係る自動車税減免申請時
における重複申請を把握することができる。

事後 重要な変更に当たらない

平成29年5月25日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑥委託先名

株式会社　HBA（平成28年度） 株式会社　HBA（平成29年度） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

平成28年4月28日

Ⅴ開示請求、問合せ　④個人
情報ファイル簿の公表　個人
情報ファイル名

道税徴収管理事務電算処理業務 （削除） 事後
重要な変更に当たらない（誤
字修正）

平成29年5月25日

個人のプライバシー等の権利
利益の保護の宣言　特記事
項

(前略）「北海道情報セキュリティ基本方針」、
「北海道情報セキュリティ対策基準」及び「情報
セキュリティ対策ガイドライン」の遵守を徹底し
ている。（後略）

(前略）「北海道情報セキュリティ基本方針」及び
「北海道情報セキュリティ対策基準」の遵守を
徹底している。（後略）

事後
重要な変更に当たらない（誤
字修正）

平成29年5月25日

Ⅴ開示請求、問合せ　１特定
個人情報の開示・訂正・利用
停止請求④個人情報ファイル
簿の公表　公表場所

011-231-4111内線22-470 011-231-4111内線22-463 事後
重要な変更に当たらない（誤
字修正）

平成29年5月25日

Ⅴ開示請求、問合せ　２特定
個人情報ファイルの取扱いに
関する問い合わせ①連絡先

011-231-4111内線22-470 011-231-4111内線22-463 事後
重要な変更に当たらない（誤
字修正）

平成29年5月25日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　その内容

③H28.12.9に道の機関から外部あてに一斉電
子メールを発信する際に、受信者宛先欄に198
人のメールアドレスが表示される状態で送信す
る事例が発生した。

事後
重要な変更に当たらない（追
加修正）

平成29年5月25日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　再発防止策の内容

③事故発生を受け、各課において臨時のセ
キュリティ研修会を開催するとともに、各課等の
情報セキュリティ管理者の責務として再発防止
の対策を行うこととした。
・職員のメール誤送信防止についての認識を深
める。
・「個人情報送付時におけるチェックリスト」を作
成し、必ず複数の職員によって宛先等を確認す
る対策を徹底する。

事後
重要な変更に当たらない（追
加修正）

平成30年5月9日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　２．基本情報　⑤保有開
始日

平成28年1月予定 平成28年4月 事後
重要な変更に当たらない（誤
字修正）

平成30年5月9日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑥委託先名

株式会社　HBA（平成29年度） 株式会社　HBA（平成30年度） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

平成30年5月9日

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム５　②システムの機能

・所得税確定申告書等に係るデータを、国税庁
から受領する機能のほか、受領したデータの管
理、検索、帳簿表示、印刷、ダウンロード等の
機能がある。

・所得税確定申告書等に係るデータを、国税庁
から受領する機能のほか、受領したデータの管
理、検索、帳簿表示、印刷、ダウンロード、団体
間回送等の機能がある。

事後
重要な変更に当たらない（誤
字修正）

平成30年5月9日

Ⅰ基本情報　７．評価実施機
関における担当部署　②所属
長

税務課長　宇部　敬吾 税務課長　齋藤　正彦 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

平成30年5月9日

Ⅴ開示請求、問合せ　１特定
個人情報の開示・訂正・利用
停止請求④個人情報ファイル
簿の公表　公表場所

011-231-4111内線22-463 011-231-4111内線22-461 事後
重要な変更に当たらない（誤
字修正）
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和1年5月31日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑤委託先名の確認方法

委託先が決定した際には入札結果を北海道
ホームページにおいて公表している。

委託先が決定した際には契約結果を北海道
ホームページにおいて公表している。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和1年5月31日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑥委託先名

株式会社　HBA（平成30年度） 株式会社　HBA（令和元年度） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

平成30年5月9日

Ⅴ開示請求、問合せ　２特定
個人情報ファイルの取扱いに
関する問い合わせ①連絡先

011-231-4111内線22-463 011-231-4111内線22-461 事後
重要な変更に当たらない（誤
字修正）

令和1年5月31日

Ⅴ開示請求、問合せ１．特定
個人情報の開示・訂正・利用
停止請求④個人情報ファイル
簿の公表場所

北海道総務部財政局税務課
060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目　道
庁５階
011－231－4111内線22-461
各総合振興局等税務所管課

北海道総務部法務・法人局法制文書課行政情
報センター
〒060-8588　札幌市中央区北３条西７丁目　道
庁別館３階
℡011－204－5038
各総合振興局等行政情報コーナー

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和2年6月17日

Ⅰ基本情報、１．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務①
事務の名称

地方税及び地方法人特別税に関する事務 地方税及び特別法人事業税に関する事務 事後
重要な変更に当たらない（税
制改正によるもの）

令和1年5月31日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　その内容

①H27.3.9に道本庁舎執務室内の業務用パソコ
ンに接続していた外付けハードディスク１台が
紛失したことが判明した。当該ハードディスクに
は、個別事例案件や所管課が主催する研修会
の受講者名簿等の個人情報が約１万人分含ま
れていた。
②H28.1.16に出先機関において開催された研
修会において、当該出先機関の職員が、約130
人分の個人情報が記載された文書と約160人
分の個人情報が保存されたUSBメモリーを紛失
した。
③H28.12.9に道の機関から外部あてに一斉電
子メールを発信する際に、受信者宛先欄に198
人のメールアドレスが表示される状態で送信す
る事例が発生した。

H28.12.9に道の機関から外部あてに一斉電子
メールを発信する際に、受信者宛先欄に198人
のメールアドレスが表示される状態で送信する
事例が発生した。

事後
重要な変更に当たらない（時
点修正）

令和1年5月31日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　再発防止策の内容

①庁内各課に対し、注意喚起と次に掲げる再
発防止策を講じるよう、文書通知を行った。
・外付けハードディスクなど外部記録媒体の数
量・配置箇所を的確に把握し、施錠管理を徹底
すること。
・外部記録媒体の機能に応じパスワードの設定
等を行うこと。
・閉庁日や勤務時間外において、執務室等を無
人とする場合は、短時間であっても必ず施錠す
る。
・職員以外の者が執務室等に入室するにあ
たっては、目的や用務を確認する。
②個人情報の適正管理について研修を行い、
再発防止に取り組むこととした。
　また、外部記録媒体の管理の徹底と職員に
対する指導について、文書通知を行った。
③事故発生を受け、各課において臨時のセ
キュリティ研修会を開催するとともに、各課等の
情報セキュリティ管理者の責務として再発防止
の対策を行うこととした。
・職員のメール誤送信防止についての認識を深
める。
・「個人情報送付時におけるチェックリスト」を作
成し、必ず複数の職員によって宛先等を確認す
る対策を徹底する。

事故発生を受け、各課において臨時のセキュリ
ティ研修会を開催するとともに、各課等の情報
セキュリティ管理者の責務として再発防止の対
策を行うこととした。
・職員のメール誤送信防止についての認識を深
める。
・「個人情報送付時におけるチェックリスト」を作
成し、必ず複数の職員によって宛先等を確認す
る対策を徹底する。

事後
重要な変更に当たらない（時
点修正）

令和2年6月17日

Ⅰ基本情報、２．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム-システ
ム１②システムの機能

北海道税の賦課徴収に関する電算処理
・道税あて名システム：納税者のあて名情報の
管理業務を行う。
・各課税システム：法人二税、道民税利子割、
個人事業税、不動産取得税、道たばこ税、ゴル
フ場利用税、自動車二税、鉱区税、軽油引取
税、免税軽油、道民税配当割、道民税株式割、
循環資源利用促進税の課税業務を行う。
・徴収・徴収管理システム：収納、還付、充当、
納税証明等の収納管理業務を行う。
・共通システム：道税あて名システム、各課税シ
ステム、徴収・徴収管理システムに共通する
コードやメッセージの管理業務を行う。
・滞納管理システム：催告、財産調査、滞納処
分、納税相談等の滞納管理業務を行う。
・徴収嘱託システム：市町村税の滞納管理業務
を行う。

北海道税の賦課徴収に関する電算処理
・道税あて名システム：納税者のあて名情報の
管理業務を行う。
・各課税システム：法人二税、道民税利子割、
個人事業税、不動産取得税、道たばこ税、ゴル
フ場利用税、自動車税種別割、自動車税環境
性能割、鉱区税、軽油引取税、免税軽油、道民
税配当割、道民税株式割、循環資源利用促進
税の課税業務を行う。
・徴収・徴収管理システム：収納、還付、充当、
納税証明等の収納管理業務を行う。
・共通システム：道税あて名システム、各課税シ
ステム、徴収・徴収管理システムに共通する
コードやメッセージの管理業務を行う。
・滞納管理システム：催告、財産調査、滞納処
分、納税相談等の滞納管理業務を行う。
・徴収嘱託システム：市町村税の滞納管理業務
を行う。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和2年6月17日

Ⅰ基本情報、４．特定個人情
報ファイルを取り扱う理由①
事務実施上の必要性

○道税の公平・公正な課税、徴収事務の効率
化
・個人の特定、個人の宛名の突合を効率化す
るため
・障害者関係情報、生活保護関係情報により道
税の減免事務等を効率化するため

○道税の公平・公正な課税、徴収事務の効率
化
・個人の特定、個人の宛名の突合を効率化す
るため
・障害者関係情報、生活保護関係情報、道府
県民税課税情報により道税の減免事務等を効
率化するため

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年6月17日

Ⅰ基本情報、４．特定個人情
報ファイルを取り扱う理由②
実現が期待されるメリット

○道税の公平・公正な課税、納税者の利便性
向上
・個人の特定、個人の宛名の突合の正確性の
向上により、公平・公正な課税につながる。
・障害者関係情報により、道税の減免等を受け
る際に障害者手帳の提示の必要がなくなり、納
税者の利便性が向上する。
〇特定個人情報ファイルを利用することにより
・身体障がい者等に係る自動車税減免申請時
における重複申請を把握することができる。
・個人事業税減免時における生活保護受給情
報を速やかに把握することができる。
等、公平・公正な課税事務、納税者の利便性が
向上する。
・生活保護関係情報により、道税の減免を受け
る際に生活保護受給情報の提示が必要なくな
り、納税者の利便性が向上する。

○道税の公平・公正な課税、納税者の利便性
向上
・個人の特定、個人の宛名の突合の正確性の
向上により、公平・公正な課税につながる。
・情報連携により、番号法令により定められた
事務手続の際に添付書類を省略できる等、納
税者負担の軽減が図られる。
〇特定個人情報ファイルを利用することにより
・個人事業税の減免事務において身体障害者
情報及び生活保護受給情報の把握が可能とな
る。
・狩猟税登録申請時において、個人番号の届
け出を受けた場合に、個人道民税に関する証
明書の提出が不要となる。
等、公平・公正な課税事務、納税者の利便性が
向上する。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和2年6月17日
Ⅰ基本情報、５．個人番号の
利用、法令上の根拠

番号法第９条第１項、第２項及び第５項　別表
第一の16の項及び89の項

番号法第９条第１項、第２項及び第５項　別表
第一の16の項及び99の項

事後
重要な変更に当たらない（税
制改正によるもの）

令和2年6月17日

Ⅴ開示請求、問合せ１．特定
個人情報の開示・訂正・利用
停止請求④個人情報ファイル
簿の公表、個人情報ファイル
名

令和元年10月1日以前の個人情報取扱事務登
録簿について記載

令和元年10月1日自動車税制度改正後の個人
情報取扱事務登録簿ついて記載

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和2年6月17日

Ⅰ基本情報、２．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム-システ
ム１②システムの機能

・国税連携システム（eLTAX）は、国及び地方を
通じた税務事務の一層の効率化を図るため、
一般社団法人地方税電子化協議会が構築した
システムであり、平成23年１月から運用が開始
されたシステムである。
・国税庁のe-Taxに申告された所得税申告書等
データ及び国税当局に書面で申告された所得
税申告書等データが地方税ポータルセンタに
受付けされ、総合行政ネットワーク（LGWAN）を
通じて、国税連携システム（eLTAX）に転送され
る。
・所得税確定申告書等に係るデータを、国税庁
から受領する機能のほか、受領したデータの管
理、検索、帳簿表示、印刷、ダウンロード、団体
間回送等の機能がある。

・国税連携システム（eLTAX）は、国及び地方を
通じた税務事務の一層の効率化を図るため、
一般社団法人地方税電子化協議会が構築した
システムであり、平成23年1月から運用が開始
され、平成31年4月以降は地方税共同機構に
よって運用されている。
・国税庁のe-Taxに申告された所得税申告書等
データ及び国税当局に書面で申告された所得
税申告書等データが地方税ポータルセンタに
受付けされ、総合行政ネットワーク（LGWAN）を
通じて、国税連携システム（eLTAX）に転送され
る。
・所得税確定申告書等に係るデータを、国税庁
から受領する機能のほか、受領したデータの管
理、検索、帳簿表示、印刷、ダウンロード、団体
間回送等の機能がある。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和2年6月17日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（別添２）記録項目8(2)

令和元年10月1日自動車税制度改正に伴う道
税総合情報処理システムデータベースファイル
記録項目に係る記載

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和2年6月17日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（別添２）記録項目９

令和元年10月1日以前の道税総合情報処理シ
ステムデータベースファイル記録項目について
記載

令和元年10月1日自動車税制度改正後の道税
総合情報処理システムデータベースファイル記
録項目について記載

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和2年6月17日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか

発生あり 発生なし 事後
重要な変更に当たらない（時
点修正）

令和2年6月17日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　その内容

H28.12.9に道の機関から外部あてに一斉電子
メールを発信する際に、受信者宛先欄に198人
のメールアドレスが表示される状態で送信する
事例が発生した。

事後
重要な変更に当たらない（時
点修正）

令和2年6月17日
Ⅰ基本情報（別添１）事務の
内容（備考）

①d地方税電子化協議会 ①d地方税共同機構 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和2年6月17日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑥委託先名

株式会社　HBA（令和元年度） 株式会社　HBA（令和２年度） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和2年6月17日

Ⅴ開示請求、問合せ１．特定
個人情報の開示・訂正・利用
停止請求④個人情報ファイル
簿の公表

北海道総務部法務・法人局法制文書課行政情
報センター

北海道総務部行政局文書課行政情報センター
事後

重要な変更に当たらない（時
点修正）

令和2年6月17日

Ⅴ開示請求、問合せ２．特定
個人情報保護ファイルの取扱
いに関する問合せ

北海道総務部財政局税務課管理電算グループ 北海道総務部財政局税務課管理係 事後
重要な変更に当たらない（時
点修正）

令和2年6月17日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　再発防止策の内容

事故発生を受け、各課において臨時のセキュリ
ティ研修会を開催するとともに、各課等の情報
セキュリティ管理者の責務として再発防止の対
策を行うこととした。
・職員のメール誤送信防止についての認識を深
める。
・「個人情報送付時におけるチェックリスト」を作
成し、必ず複数の職員によって宛先等を確認す
る対策を徹底する。

事後
重要な変更に当たらない（時
点修正）

令和2年6月17日

Ⅴ開示請求、問合せ１．特定
個人情報の開示・訂正・利用
停止請求①請求先

北海道総務部法務・法人局法制文書課行政情
報センター

北海道総務部行政局文書課行政情報センター
事後

重要な変更に当たらない（時
点修正）

令和2年6月17日
Ⅳその他のリスク対策１．監
査②監査-具体的な内容

＜eLTAXにおける措置＞
・運営する一般社団法人地方税電子化協議会
が、毎年度情報セキュリティ監査（外部監査）を
受けている。

＜eLTAXにおける措置＞
・運営する地方税共同機構が、毎年度情報セ
キュリティ監査（外部監査）を受けている。

事後
重要な変更に当たらない（時
点修正）

令和2年6月17日

Ⅳその他のリスク対策２．従
業者に対する教育・啓発-具
体的な方法

＜北海道における措置＞
①職員に対しては、定期的に特定個人情報保
護に関する職場内研修を実施する。なお、
eLTAXに関しては、情報システム担当者等を一
般社団法人地方税電子化協議会が毎年実施し
ているセキュリティ研修会に参加させている。

＜北海道における措置＞
①職員に対しては、定期的に特定個人情報保
護に関する職場内研修を実施する。なお、
eLTAXに関しては、情報システム担当者等を地
方税共同機構が毎年実施しているセキュリティ
研修会に参加させている。

事後
重要な変更に当たらない（時
点修正）
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年9月14日

Ⅰ基本情報２．特定個人情報
ファイルを取り扱う事務におい
て使用するシステム-システム
５①システムの名称

国税連携システム（eLTAX） 地方税ポータルシステム（eLTAX） 事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅰ基本情報２．特定個人情報
ファイルを取り扱う事務におい
て使用するシステム-システム
５②システムの機能

・国税連携システム（eLTAX）は、国及び地方を
通じた税務事務の一層の効率化を図るため、
一般社団法人地方税電子化協議会が構築した
システムであり、平成23年1月から運用が開始
され、平成31年4月以降は地方税共同機構に
よって運用されている。
・国税庁のe-Taxに申告された所得税申告書等
データ及び国税当局に書面で申告された所得
税申告書等データが地方税ポータルセンタに
受付けされ、総合行政ネットワーク（LGWAN）を
通じて、国税連携システム（eLTAX）に転送され
る。
・所得税確定申告書等に係るデータを、国税庁
から受領する機能のほか、受領したデータの管
理、検索、帳簿表示、印刷、ダウンロード、団体
間回送等の機能がある。

・地方税ポータルシステム（eLTAX）は、国及び
地方を通じた税務事務の一層の効率化を図る
ため、一般社団法人地方税電子化協議会が構
築したシステムであり、平成23年1月から運用
が開始され、平成31年4月以降は地方税共同
機構によって運用されている。
・当該システムを使用することで、道は法人から
の電子申告を受信したり国税庁とのデータ連携
（国税連携）を行うことが可能となるが、このうち
国税連携機能においては、国税庁のe-Taxに
申告された所得税申告書等データ及び国税当
局に書面で申告された所得税申告書等データ
が地方税ポータルセンタに受付けされ、総合行
政ネットワーク（LGWAN）を通じて、eLTAXサー
バに転送される仕様となっている。
・このほか所得税確定申告書等に係るデータ
を、国税庁から受領する機能のほか、受領した
データの管理、検索、帳簿表示、印刷、ダウン
ロード、団体間回送等の機能が実装されてい
る。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手-リスク１-対象者以外の情
報の入手を防止するための措
置の内容

・庁内連携による入手は、管理番号、カナ氏名
及び生年月日の照合により対象者以外の照会
を拒否するようシステムで制御する。

・庁内連携による入手は、個人番号、カナ氏名
及び生年月日の照合により対象者以外の照会
を拒否するようシステムで制御されている。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　６．情報提供ネットワー
クシステムとの接続-リスク１-
リスクに対する措置の内容

（※２）番号法別表第２及び第１９条第１４号に
基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提
供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト
化したもの。

（※２）番号法の規定による情報提供ネットワー
クを使用した特定の個人情報の提供に係る情
報照会者、情報提供者、事務及び特定個人情
報を一覧化し、情報照会の可否を判断するた
めに使用するもの。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日 （別添１）事務の内容
平成27年10月19日時点（初回公表時）における
事務フロー図

令和２年10月現在における事務フロー図
※システム構成に変更なし

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　６．特定個人情報の保管・
消去①保管場所

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー･プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館
及びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー･プラットフォームはデータセン
ターに設置している。データセンターへの入館
及びサーバー室への入室を行う際は、警備員
などにより顔写真入りの身分証明書と事前申
請との照合を行う。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去-特定個人情報の保
管・消去におけるその他のリ
スク及びそのリスクに対する
措置

①サーバ、端末機器（パソコン）、外部記憶媒体
等の特定個人情報が保存されている記録媒体
の廃棄、保管転換又はリース返却等を行う場
合は、記録媒体内の情報の復元が不可能な状
態にしてから行うこととしている。
②廃棄、保管転換又はリース返却時の対応を
実施した場合は、情報セキュリティ管理者の承
認を得たうえ、実施内容を記録に残している。
③情報の復元が不可能な状態にする方法は、
データ消去を行うための専用ソフトの使用、記
録媒体の物理的な破壊又は専用装置による電
気的・磁気的な塗りつぶしによる消去等とする。
④廃棄を業者に委託する場合は、記憶装置（媒
体）の物理的破壊を行い、廃棄証明書を提出さ
せる。
⑤ICカードが不要となった場合は、認証システ
ムからカード情報を削除するとともにICカードを
物理的に破壊し、廃棄記録簿に記載する。

①サーバ、端末機器（パソコン）、外部記憶媒体
等の特定個人情報が保存されている記録媒体
の廃棄は物理的破壊によることとし、保管転換
又はリース返却等を行う場合においても、職員
立ち会いのもと記憶装置の物理的破壊を行うこ
ととしている。
②廃棄、保管転換又はリース返却時の対応を
実施した場合は、情報セキュリティ管理者の承
認を得たうえ、実施内容を記録に残している。
③廃棄を業者に委託する場合は、職員立ち会
いのもと記憶装置（媒体）の物理的破壊を行う。
④ICカードが不要となった場合は、認証システ
ムからカード情報を削除するとともにICカードを
物理的に破壊し、廃棄記録簿に記載する。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅳその他のリスク対策２．従
業者に対する教育・啓発-具
体的な方法

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー･プラットフォームの運用に携
わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修
等を実施することとしている。
②中間サーバー･プラットフォームの業務に就く
場合は、運用規則等について研修を行うことと
している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情
報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ
教育資材を作成し、中間サーバー･プラット
フォームの運用に携わる職員及び事業者に対
し、運用規則（接続運用規程等）や情報セキュ
リティに関する教育を年次（年２回）及び随時
（新規要員着任時）実施することとしている。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去-リスク１：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク⑤物理的対策-具体的な対
策の内容

＜道における措置＞
④　磁気ディスク等を廃棄するときは、記録され
た情報が読み出せないよう物理的破壊又は専
用ソフトによるデータ消去を行う。

＜道における措置＞
④磁気ディスク等を廃棄するときは、職員によ
る物理的破壊を行うか、廃棄を委託する場合
は、庁舎内において専用ソフトによるデータ消
去を行った上で、委託業者に機器を引き渡し、
職員立ち会いの上で物理的破壊を行う。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去-リスク１：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク⑤物理的対策-具体的な対
策の内容

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。
②事前に申請し承認されていない物品、記憶媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込す
ることがないよう、警備員などにより確認してい
る。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要３．特定個人情報の入
手・使用⑧使用方法-情報の
統計分析

納税者の地方税情報、障害者関係情報又は生
活保護関係情報について、税の賦課徴収に関
する統計や分析は行うが、特定個人情報を用
いて特定の個人を判別しうるような情報の統計
や分析は行わない。

特定個人情報を用いて特定の個人を判別しう
るような情報の統計や分析は行わない。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年9月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策３．特定個人情報の使
用-リスク２-アクセス権限の
発行・執行の管理-具体的な
方法

①ユーザIDの発効管理
・部署及び業務別にアクセス権限を管理してい
る。
・業務ごとに更新権限の必要があるか、照会権
限のみでよいかを確認し、業務に必要なアクセ
ス権限のみを付与している。
②失効管理
・権限を有していた職員の異動退職情報を情報
システム管理者が確認し、異動退職があった際
はアクセス権限を更新し、当該ユーザIDを失効
させる。

・個人パスワードは、管理者が初期パスワード
を付与し、その後、ユーザが任意のパスワード
に変更する。パスワードの有効期限を30日と
し、期限の過ぎたパスワードは自動的に失効す
る。
・アクセス権を情報システム管理者が定期的に
確認し、異動退職があった際はアクセス権限を
更新し、当該ユーザIDを失効させる。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策３．特定個人情報の使
用-リスク２-アクセス権限の
管理-具体的な方法

・個人パスワードは、管理者が初期パスワード
を付与し、その後、ユーザが任意のパスワード
に変更する。パスワードの有効期限を30日と
し、期限の過ぎたパスワードは自動的に失効す
る。
・アクセス権を情報システム管理者が定期的に
確認し、異動退職があった際はアクセス権限を
更新し、当該ユーザIDを失効させる。

①ユーザIDの発効管理
・部署及び業務別にアクセス権限を管理してい
る。
・業務ごとに更新権限の必要があるか、照会権
限のみでよいかを確認し、業務に必要なアクセ
ス権限のみを付与している。
②失効管理
・権限を有していた職員の異動退職情報を情報
システム管理者が確認し、異動退職があった際
はアクセス権限を更新し、当該ユーザIDを失効
させる。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策２．特定個人情報の入
手-リスク３-特定個人情報の
正確性確保の措置の内容

・地方税法等に基づき提出された申告書等に
ついては、提出されたものをそのまま原本とし
て保管する。
・賦課徴収に係る調査等において、誤りが判明
した場合には是正を求めるなどの対応を行って
いる。
・国税庁、庁内他部署等の他の機関から入手
する場合の正確性の確保については、特定個
人情報の入手元に委ねられる。

・地方税法等に基づき提出された申告書等に
ついては、提出されたものをそのまま原本とし
て保管する。
・賦課徴収に係る調査等において、誤りが判明
した場合には是正を求めるなどの対応を行って
いる。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和3年5月24日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑥委託先名

株式会社　HBA（令和２年度） 株式会社　HBA（令和３年度） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和3年9月1日

Ⅰ基本情報　６．情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携　②法令上の根拠

番号法第19条第７号及び第14号　別表第二の
28の項

番号法第19条第８号及び第15号　別表第二の
28の項

事前 R3.8.25提出（R3.9.1施行前）

令和2年9月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要６．特定個人情報の保
管・消去①保管場所

＜道税総合情報処理システムにおける措置＞
・セキュリティーゲートにて入退館管理をしてい
る建物内のうち、さらに厳格な入退室管理を
行っている区画に設置したサーバ内に保管。

＜道税総合情報処理システムにおける措置＞
・セキュリティーゲートにて入退館管理をしてい
る建物内のうち、さらに厳格な入退室管理（IC
カード認証及び顔認証による入退室制限の実
施、１枚のICカードにより複数人の入退室が
あった場合、警報と自動ロックが作動、カメラに
より24時間監視）を行っている区画に設置した
サーバ内に保管。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和2年9月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策３．特定個人情報の使
用-リスク１-事務で使用する
他のシステムにおける措置の
内容

・端末PCのパスワードは８桁の英数字とし、月
に１回、管理者によって変更する。

・端末PCのパスワードは８桁以上の大小英数
字及び記号によるものとし、月に１回、管理者
によって変更する。

事前
令和２年度における再評価に
よる変更

令和4年5月16日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　その内容

複数ある外部団体の所属員の氏名等を含む
データ（個人番号を含まない）を、それぞれの団
体にメール送信する際、当該データが個人情報
であるという認識なく、全団体に送信した。事故
発覚後、送付した全団体に対し、謝罪するとと
もに、送付したデータの破棄を依頼した。

事後
重要な変更に当たらない（追
加修正）

令和4年5月16日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　再発防止策の内容

職員に個人情報を取り扱う認識を徹底させるた
め、研修を実施するとともに、文書発出の際
は、複数人による確認を徹底するよう周知して
いる。
また、職員が職務で使用するパソコンを起動す
る際、自動で個人情報の誤送付等の防止を喚
起するポップアップを表示させる機能を利用す
るなどＩＣＴを活用した意識喚起にも取り組んで
いる。

事後
重要な変更に当たらない（追
加修正）

令和4年5月16日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑥委託先名

株式会社　HBA（令和３年度） 株式会社　HBA（令和４年度） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和4年5月16日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか

発生なし 発生あり 事後
重要な変更に当たらない（追
加修正）

令和6年5月27日

Ⅰ基本情報　６．情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携　②法令上の根拠

番号法第19条第８号及び第15号　別表第二の
28の項

番号法第19条第８号及び第15号
事後 番号法改正（R6.5.27施行）

令和6年5月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　３．特定個人情報の入手・
使用　④入手に係る妥当性

○窓口等における入手
・新規の申告又は届出等については、まず本人
からの紙ベースの申告書及び届出書等を原則
としており、これを受け付けることにより、課税
事務等に必要な情報を随時入手する。（番号法
第９条第１項別表第一の16）

○窓口等における入手
・新規の申告又は届出等については、まず本人
からの紙ベースの申告書及び届出書等を原則
としており、これを受け付けることにより、課税
事務等に必要な情報を随時入手する。（番号法
第９条第１項別表の24）

事後 番号法改正（R6.5.27施行）

令和5年5月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑥委託先名

株式会社　HBA（令和４年度） 株式会社　HBA（令和５年度） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和6年5月27日
Ⅰ基本情報　５．個人番号の
利用　法令上の根拠

番号法第９条第１項、第２項及び第５項　別表
第一の16の項及び99の項

番号法第９条第１項、第２項及び第６項　別表
の24の項及び133の項

事後 番号法改正（R6.5.27施行）
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年9月5日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　⑥委託先名

株式会社　HBA（令和６年度） 株式会社　HBA 事後 再評価による変更

令和7年9月5日

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム１
②システムの機能

令和6年5月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項1
⑥委託先名

株式会社　HBA（令和５年度） 株式会社　HBA（令和６年度） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和6年5月27日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（別添２）

制度改正に伴う道税総合情報処理システム
データベースファイル記録項目に係る記載追加
ファイル記録項目４，５，７，８（２），９

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務づけら
れない

令和7年9月5日

Ⅰ基本情報　１．特定個人情
報を取り扱う事務　①事務の
名称

地方税及び特別法人事業税に関する事務 地方税の賦課徴収に関する事務 事後 再評価による変更

北海道税の賦課徴収に関する電算処理
・道税あて名システム：納税者のあて名情報の
管理業務を行う。
・各課税システム：法人二税、道民税利子割、
個人事業税、不動産取得税、道たばこ税、ゴル
フ場利用税、自動車税種別割、自動車税環境
性能割、鉱区税、軽油引取税、免税軽油、道民
税配当割、道民税株式割、循環資源利用促進
税の課税業務を行う。
・徴収・徴収管理システム：収納、還付、充当、
納税証明等の収納管理業務を行う。
・共通システム：道税あて名システム、各課税シ
ステム、徴収・徴収管理システムに共通する
コードやメッセージの管理業務を行う。
・滞納管理システム：催告、財産調査、滞納処
分、納税相談等の滞納管理業務を行う。
・ 徴収嘱託システム：市町村税の滞納管理業
務を行う。

北海道税の賦課徴収に関する電算処理
・道税あて名システム：納税者のあて名情報の
管理業務を行う。
・各課税システム：法人道民税、法人事業税、
特別法人事業税、道民税利子割、個人事業
税、不動産取得税、道たばこ税、ゴルフ場利用
税、自動車税種別割、自動車税環境性能割、
鉱区税、軽油引取税、道民税配当割、道民税
株式等譲渡所得割、循環資源利用促進税の課
税業務を行う。
・徴収・徴収管理システム：収納、還付、充当、
納税証明等の収納管理業務を行う。
・共通システム：道税あて名システム、各課税シ
ステム、徴収・徴収管理システムに共通する
コードやメッセージの管理業務を行う。
・滞納管理システム：催告、財産調査、滞納処
分、納税相談等の滞納管理業務を行う。

事後 再評価による変更

令和7年9月5日

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム１
③他のシステムとの接続

［○］その他（国税連携システム）
［○］その他（地方税ポータルシステム
（eLTAX）、道税情報連携IFシステム）

事後 再評価による変更

令和7年9月5日

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム５
②システムの機能

令和7年9月5日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　３．特定個人情報の入手・
使用　②入手方法

令和7年9月5日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（別添２）

制度改正に伴う道税総合情報処理システム
データベースファイル記録項目に係る記載追
加・変更
ファイル記録項目５，６，８（２），９

事後 再評価による変更

令和7年9月5日

Ⅲ リスク対策（プロセス）　７．
特定個人情報の保管・消去
⑤物理的対策　具体的な対策
の内容

＜道における措置＞
①サーバ機器等ラックは施錠管理されており、
監視カメラ＋非接触型ICカード認証（インター
ロック機能付き）＋指紋認証による入退室管理
を行い、限られた者のみ入退室できる。

＜道における措置＞
①サーバ機器等ラックは施錠管理されており、
監視カメラ＋非接触型ICカード認証（インター
ロック機能付き）＋顔認証による入退室管理を
行い、限られた者のみ入退室できる。

事後 再評価による変更

事務フロー図 事務フロー図 事後 再評価による変更

事後 再評価による変更

令和7年9月5日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　７．備考

＜国税連携システム（eLTAX）の受信サーバー
における特定個人情報の保管・消去＞
①保管場所：国税連携システムの受信サー
バー内（サーバー設置場所は税務システム等
他のサーバーと同じ）
②保管期間：２年
③消去方法：操作手引書（国税連携クライアン
ト端末）で定められた手順により消去

＜電子申告システムサーバー及び国税連携シ
ステムサーバーにおける特定個人情報の保
管・消去＞
①保管場所：電子申告システムサーバー及び
国税連携システムサーバー内（サーバー設置
場所及び措置は道税総合情報処理システム等
他のサーバーと同じ）
②保管期間：電子申告システムサーバー10年、
国税連携システムサーバー２年
③消去方法：操作手引書で定められた手順に
より消去

事後 再評価による変更

令和7年9月5日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　④委託先へ
の特定個人情報ファイルの提
供方法

［　 ］紙 ［○］紙

・地方税ポータルシステム（eLTAX）は、国及び
地方を通じた税務事務の一層の効率化を図る
ため、一般社団法人地方税電子化協議会が構
築したシステムであり、平成23年1月から運用
が開始され、平成31年4月以降は地方税共同
機構によって運用されている。
・当該システムを使用することで、道は法人から
の電子申告を受信したり国税庁とのデータ連携
（国税連携）を行うことが可能となるが、このうち
国税連携機能においては、国税庁のe-Taxに
申告された所得税申告書等データ及び国税当
局に書面で申告された所得税申告書等データ
が地方税ポータルセンタに受付けされ、総合行
政ネットワーク（LGWAN）を通じて、eLTAXサー
バに転送される仕様となっている。
・このほか所得税確定申告書等に係るデータ
を、国税庁から受領する機能のほか、受領した
データの管理、検索、帳簿表示、印刷、ダウン
ロード、団体間回送等の機能が実装されてい
る。

・地方税ポータルシステム（eLTAX）は、国及び
地方を通じた税務事務の一層の効率化を図る
ため、一般社団法人地方税電子化協議会が構
築したシステムであり、平成23年1月から運用
が開始され、平成31年4月以降は地方税共同
機構によって運用されている。
・当該システムには、地方税に係る電子申告等
システムや地方税共通納税システムのほか、
国税庁から所得税申告書等データを受信する
ための国税連携システムや、受信したデータの
管理、検索、帳簿表示、印刷、ダウンロード、団
体間回送等の機能が備えられている。

事後 再評価による変更

令和7年9月5日

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム６
③他システムとの接続

［○］その他（身体障害者手帳等発行システム、
精神障害者業務支援システム、生活保護電算
処理システム、中間サーバー）

［○］その他（中間サーバー） 事後 再評価による変更

［○］専用線
［○］その他（総合行政ネットワーク（LGWAN）、
国税連携システム（eLTAX））

［　 ］専用線
［○］その他（地方税ポータルシステム
（eLTAX））

事後 再評価による変更

令和7年9月5日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　３．特定個人情報の入手・
使用　①入手元

［○］評価実施機関内の他部署（福祉援護課、
障がい者保健福祉課、市町村課
［○］地方公共団体・地方独立行政法人（市町
村、他の都道府県）

［○］評価実施機関内の他部署（地域福祉課、
障がい者保健福祉課、市町村課
［○］地方公共団体・地方独立行政法人（市町
村、都府県）

事後 再評価による変更

令和7年9月5日 （別添１）事務の内容
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年9月5日

Ⅴ 開示請求、問い合わせ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求　④個人情
報ファイル簿の公表　個人情
報ファイル名

軽油引取税電算処理事務、軽油引取税流通情
報管理事務、軽油引取税特別徴収義務者交付
金に関する事務、軽油引取税課税事務、免税
軽油電算処理事務、免税証交付事務、自動車
取得税電算処理事務、自動車税電算処理業
務、自動車税種別割電算処理事務、自動車税
環境性能割電算処理事務、道たばこ税電算処
理事務、道たばこ税流通情報管理事務、道た
ばこ税課税事務、個人事業税電算処理事務、
個人事業税課税事務、法人二税電算処理業
務、不動産取得税電算処理事務、不動産取得
税課税事務、ゴルフ場利用税電算処理事務、
ゴルフ場利用税特別徴収義務者交付金に関す
る事務、ゴルフ場利用税課税事務、鉱区税電
算処理事務、狩猟税課税事務、循環資源利用
促進税電算処理事務、循環資源利用促進税特
別徴収義務者交付金に関する事務、循環資源
利用促進税課税事務、道税の収納管理事務、
道税収納管理電算処理事務、租税条約に基づ
く道民税利子割還付電算処理事務、道税の課
税免除・不均一課税に関する事務、地方消費
税に関する臨時の税務書類の作成等の許可事
務、税理士の登録拒否事由の確認に関する事
務、全道中学生の税をテーマとしたポスター募
集業務、道民の知事表彰事務、道民の総合振
興局長等表彰事務、納税貯蓄組合に関する事
務、道税の徴収及び滞納処分事務

自動車取得税電算処理事務、自動車税種別割
電算処理事務、軽油引取税流通情報管理事
務、道税収納管理電算処理事務、鉱区税電算
処理事務、個人事業税電算処理事務、不動産
取得税電算処理事務、免税軽油電算処理事
務、法人二税電算処理事務、道民税利子割電
算処理事務、自動車税環境性能割電算処理事
務、自動車税電算処理事務、法人二税課税事
務、道民税利子割課税事務、道民税配当割・
道民税株式等譲渡所得割課税事務、鉱区税課
税事務、個人事業税課税事務、不動産取得税
課税事務、免税証交付事務、自動車税・自動
車取得税課税事務、自動車税種別割・自動車
税環境性能割課税事務、道税の収納管理事
務、道税の徴収及び滞納処分事務、狩猟税課
税事務

事後 再評価による変更

再評価による変更事後

再評価による変更

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　その内容

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　⑨過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか　再発防止策の内容

複数ある外部団体の所属員の氏名等を含む
データ（個人番号を含まない）を、それぞれの団
体にメール送信する際、当該データが個人情報
であるという認識なく、全団体に送信した。
事故発覚後、送付した全団体に対し、謝罪する
とともに、送付したデータの破棄を依頼した。

職員に個人情報を取り扱う認識を徹底させるた
め、研修を実施するとともに、文書発出の際
は、複数人による確認を徹底するよう周知して
いる。
また、職員が職務で使用するパソコンを起動す
る際、自動で個人情報の誤送付等の防止を喚
起するポップアップを表示させる機能を利用す
るなどＩＣＴを活用した意識喚起にも取り組んで
いる。

出張用務のため、JR駅ホームにて列車待ちを
していた際、出張用務先の医療機関の入院患
者に係る個人情報が含まれた書類を誤って落
とし、強風で飛散した。飛散した文書は８枚であ
り、うち５枚に個人情報が含まれていた。同日、
医療機関に連絡し謝罪。翌日には患者にも謝
罪した。２枚（うち１枚に個人情報が含まれてい
る）を回収したが、残りは未回収。

出張の際、個人情報が含まれる文書を携行す
る必要がある場合は、可能な限り電子データと
して持ち運ぶこととし、暗号化やパスワード設定
等の措置を講じた上で、適切に管理するよう関
係職員等に徹底する。

事後令和7年9月5日

令和7年9月5日
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